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地域福祉とは

「地域福祉」とは、年齢や性の違い、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが住み慣れた地域の中

で、自分らしくいきいきと安心して暮らせるように、『共に生き、支え合う地域づくり』をみんなで

進めていくことです。地域の支え合いによる福祉といってもいいでしょう。

地域には、いろいろな「困った」を抱えた人々が生活しています。しかし、公的な福祉サービスだけ

では全ての「困った」に対応することは難しく、地域の手助けが必要とされる課題が多くあります。

人と人の紳が失われつつぁると言われて久しくなりますが『共に生き、支え合う地域づくり』のた

めには、「地域の人は地域で支える」との考え方のもと、地域に住む一人ひとりが人と人のっながり

を大切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係や活動を、新たにつくりあげていく必要があ

ります。

また、地域住民と行政や福祉団体、福祉事業者、 NPO、企業等地域のあらゆる主体が連携・協力

しながら、地域の福祉力を高めていくことも必要です。

計画の策定にあたって
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言十画策定の背景

r'ニ',ιZまでの福征ノ

我が国のこれまでの福祉は、高齢者、障がい者、児童など対象者ごとに、行政を中心とした公的制

度による一律的なサービス提供という形で進められてきました。

しかし、少子高齢化や核家族化が進む中で、高齢者の孤独死、老々介護、虐待、生活困窮、子育て

に関わる不安や負担、災害時の不安など、様々な生活上の課題が増えています。また、ひとり暮らし

の高齢者や障がい者などで日常生活上のちょっとした「困りごと」を抱える人も増えています。

r万政中心の芝援だゲでぱ救えないこと吉ノ

こうした課題は多様化・重複化する傾向にありますが、核家族やひとり暮らしなどの少人数世帯

の増加により、家庭における課題解決の力は弱まっています。また、個人の生活様式や価値観の多様

化に伴い、人と人のつながりが希薄化し、地域の阻がナ合い」も低下しています。このような評題は、

行政中心の福祉の枠組みで応えることが難しく、とりわけ、制度外や制度の狭間にある福祉二ーズ

の充足には、公的サービスとともに、地域の人々の支え合いが重要となります。

イ新たな広例度、寺え方の屋昆仞

このような中で、国では、平成27年4月より「生活困窮者自立支援法」を施行し、生活保護の対

象にならない生活困窮者に対する支援策を講じました。さらには、平成28年10月から「地域にお

ける住民主体の課題解決強化・相談支援体制の在り方に関する検討会(地域強化検討会)」を開催し、

12月にはその中間とりまとめとして「『我が事・丸ごと』の地域づくり」が打ち出されました。この

中では、他人事を「我が事」として捉える意識の醸成や、市町村における包括的な相談支援体制につ

いて示されています(平成29年9月12日には最終とりまとめが示されている)。

r包括的艾援の呉現佐へ向ゲてノ

この「包括的な支援」を推進するために、平成30年4月1日「地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法等の一部を改正する法律」により、介護保険法のほか社会福祉法も一部が改正され、

市町村における包括的な支援体制の整備などが新たに掲げられました。市町村では、行政を中心と

して、縦御恂的なサービス等支援ではなく、分野を超え横断的に関わりながらきめ細かな支援を実

現していくための体制づくりが求められています。

イ盾反須町でぱ,・ノ

町では、近年、津嘉山地区を中心とした転入による人口増が著しくなっています。特に、アパート

世帯が増えるとともに、若い世代、子育て世代が多く流入しています。昔から町内に住んでいる方が

多い地域と、転入者が多い地域では地域活動への参加状況に差が見られ、若い世代が多い地域では

地域参加率が低くなっています。自治会加入率も平成25年の53.2%から29年度には".8%に下が

つている状況であり、字・自治会では魅力ある地域づくりに力を入れていますが、様々な価値観を持

つ人が暮らす中で、組織にとらわれることを拒む方々も見られます。

このような中で、町と町社協は関係機関等と連携し、平成26年3月策定の「第一次南風原町地域

福祉推進計画」に基づきながら、地域福祉の推進を図ってきました。このたびは、包括的な支援体制

づくりや地域のつながり・支え合いの意識醸成、つながりの機会づくりを念頭に置きながら、第一次

計画の取り組み状況を点検し、「ちむぐくるで笑顔あふれる福祉のまち」を実現するための新たな展

開を掲げるため、第2次計画を策定しました。
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計画の目的

本町においては、これまで高齢者や障がい者に対する福祉サービスの拡充、子育て支援の充実、住

民の健康づくりなど、地域における保健福祉の充実に努めてきました。

しかしながら、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯、核家族世帯が増加する中で、高齢者や障

がい者の見守り・生活支援、子育ての孤立化、虐待、引きこもり、災害時における要援護者の避難支

援など様々な課題がみられます。こうした課題に対し、公的支援だけでは解決が難しい状況が増え

ています。

このような状況を踏まえ、本町におけるこれからの福祉施策の展開にあたっては、個々の福祉課

題にきめ細かく対応していけるよう、公と民の取り組みを一体的に捉え、地域をあげた福祉の総合

的・効果的な推進を図る必要があります。

本計画は、『共生社会の実現~共に生き、支え合う地域づくり~』を推進する上で、住民参加を

基本に行政をはじめとする地域に関わる全ての関係機関・団体及び事業所等が、お互いに力を合わ

せる関係をつくり、字・自治会を基礎としながら「地域の共助」、「公的な福祉サービス」が協働した

「地域ぐるみの福祉」を推進するために策定します。

' 計画の対象

この計画は、年齢、性別、障がいの有無、国籍などに関わりなく、誰もがその人らしく自立し、い

つまでも安心して暮らしていける地域づくりを目指す計画であり、本町に暮らす全ての人々が対象

となりまt。

また、地域福祉の担い手としては、地域住民をはじめ、地域の関係機関、社会福祉協議会、福祉サ

ービス事業者、各種団体、ボランティア、事業所、学中艾、企業、社会福祉法人など、地域に所属する

全ての人や組織等が対象となります。

3



地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定と計画の名称

「地域福祉計画」は、地域福祉を総合的かつ計画的に推進するための行政計画であり、住民参加に

よって策定する計画です。

「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が呼びかけて、地域住民や福祉活動を行う団体等が「地域

福祉の担い手」として、相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画で

す。

吐也域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、ともに住民等の参加を得て、地域福祉の推進を目指す

ものであり、地域の要支援者の生活上の解決すべき課題や地域の支え合いの仕組みづくりなどの内

容を共有します。また、それぞれの計画の実現を支援するための施策を盛り込むなど、相互に連携・

補完し合う関係にあります。(地域福祉を推進する車の両輪のような関係にある)

このため、本町における地域福祉の推進を図る上で、住民参加の促進と総合的かつ効果的な施策

を推進していくには、行政レベルの施策と民間レベルの活動・行動がより密接に連動した取り組み

が重要であることから、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定します。

また、両計画を一体的に策定した計画の名称を「地域福祉推進計画」とします。

一体的策定における両計画の関係について、「地域福祉計画」では地域福祉を推進するための理念

やビジョンを明示し、それを実行するための地域住民等の活動・行動のあり方及び活動等への支援

のあり方を示すのが「地樹岳祉活動計画」となります。

0地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係

地域福祉を推進するための理念や目

標、施策の方向性などのビジョンを明

示する。

地域福祉計画
ι

地域福祉推進計画

連携,連動

ぐ二>
理念やビジョンに基づき住民等の活

動・行動のあり方及ぴ活動支援の方策を

示す。

地域福祉活動計画
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. 計画の位置づけ

0本計画は、「第五次南風原町総合計画」を上位計画とし、総合計画における基本構想に即した、地域

福祉の推進に関する事項について、具体的な方向性を示す計画です。

0本計画は、高齢者、障がい者、児童、健康づくり及びその他関連する個呂1信十画の施策を、円滑かっ

効果的に推進していくための共通基盤の整備や福祉サービスの質的向上、公私協働のシステムづ

くりなど、包括的な支援を推進するための計画です。そのため、これらの計画との連携を図り、整

合性を保ちます。

第五次南風原町総合計画
(平成29年度~平成38年度)

第二次南風原町地域福祉推進計画
(平成31年度~平成35年度)

第二次南厘煩町地或福祉計両
(社会福祉法107条)

{Jレ,,

など

ぐエン
連動

連携

画

第五次南匝U亰町

地,戈福祉活動計画

・健診充実

・生活習慣病予防

・孚L幻1児健診

・食育

,健康づくりなど

1似福祉計画でほ主

に横断的にすすめる

内容を掲げる

・介護サービス

・生きがいづくり

・介護予防

・i部症対策など

・相談、情報提供

・地域参加

・見守り活動

・居場所づくり

・ボランティア

・権利擁護

・福祉教育など

Ⅱ

・障がい者への樹止サ

ービス

・障がいの早期発見
・障がい児支援

・差別解消など

個別計画の内容(例)
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策定において留意する事項

①国の法制度や指針、通知等に基づいた策定

地域福祉計画の策定にあたっては、社会福祉法の第107条や国の指針で定める「地域福祉推進の理念」、

「基本酎票」及び曙1画に盛り込むべき事項」に基づくとともに、地域の実情や特性を踏まえ、地域の

福祉力の向上と地域課題の解決に向けた計画策定を行っています。

【国からの過去の通知等】

①信十画策定指針の在り方について」(平成14年4月1日付通知より)

②「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」(要援護者の把

握や見守り等に関する事項/平成19年8月10日付)

③「高齢者等の孤立の防止について」(高齢者の孤立防止や所在不明問題を踏まえた取

り組み内容とすること/平成22年8月13日付)

④「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」(生活困窮

者の把握や自立支援に関する事項/平成26年3月27日付)

⑤「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(社会福祉法の改正や包括

②地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進(「我が事・丸ごと」)について

的な支援体制の整備、地域福祉計画策定ガイドライン/平成29年12月15日付)

0上記(D⑤の通知は、平成30年4月の社会福祉法改正を前に、地域共生社会の実現に向けた地

域福祉の推進について、具体的な取り組み内容や留意点等が示されています。

0改正後の社会福祉法第106条の3第2項の規定では、市町村における包括的な支援体制の整備

に関する指針が告示されました。人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、地域を共に

創っていくことが、地域共生社会の実現のために求められています。

0地域福祉の推進においては、これまでも「地域のつながり・支え合い」の精神に基づきながら、

ボランティア活動や地域行事、見守り活動などが進められてきましたが、人と人のつながりを

広げ、強化していくことはもちろんのこと、行政内の各課が横断的につながり支援ネットワー

クを広げるほか、社協、各種団体、字・自治会、サービス事業所、町内企業、社会福祉法人など

のネットワークも強化し、「包括的に」取り組みを行っていくことが重要となります。
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【「我が事・丸ごと」による新しい地域包括支援体制に関するイメージ図】

類しい地域包括支援体制
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(3)地域福祉計画策定ガイドライン

0社会福祉法改正を受けて、国では「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定

ガイドライン」を示しました(地域福祉計画への記載事項のi助n等を踏まえて改定)。本計画策

定においては、このガイドラインに基づくとともに、南風原町の実情、各種個卿信十画(関連計

画)、新たに盛り込む項目等について検討・整理しながら、計画づくりを行いました。

※ただし、町が策定する他計画において盛り込むべき事項が記載されている場合等は、以下の考え方に基づき、項

目の整理しています。

【国の地域福祉計画策定ガイドラインより】

市町村がすでに策定している他の計画において、地域福祉計画に盛り込むべき事項が記載されている場合には、

重なる部分について、その既定の計画の全部または一部をもって地域福祉計画の一部とみなすことができることと

する。この場合において、ほかの計画の全部または一部をもって地域福祉計画の一部とみなす旨を、地域福祉計画

の策定段階において明らかにしておくことが必要である。

"也域福祉計画に盛り込むべき事項について一策定ガイドラインよりー】

,ハ,4 ~゛レ'ー"゛ゞ,,ー、ウ、、しーノ"'ハ゛M 於ψ,一>、劃プ~づく゛ー"メ、、、、し.J勢゛<"ム、"'/J,,ψ小、、'、".ーー、4,.゛L,、゛N゛リ4々"ー,<がゞー,ンし』,ー'むYンーリ.七 V'ーー四ナ

(以ドは、共通して取り組むべき事項の例)

ア)様々な評題を抱えるものの就労や活動の場の確保等を目的とした福祉以外の分野との連携

はちおこし、商工、農林水産、士木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画割

イ)高齡、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項

ウ)制度の狭間の謬題への対応のあり方

エ)生活困窮者のような各分野横断的に関係するものに対応できる体制

オ)共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

カ)居住に課題を抱える者への横断的な支援のあり方

キ)就労に困難を抱えるものへの横断的な支援のあり方

の自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援のあり方

ケ)市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安があるものへの金銭管理、身元保証人等、地域づくりの

観点も踏まえた権利擁護のあり方

力高齢者、障がい者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った擁護者または保護者が

抱えている課題にも着目した支援のあり方

サ)保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をしたもの等への社会復掃支援のあり方

シ)地域住民等が集う拠点の對菊や既存施設等の活用

ス)地域住民等が主体的に地城生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための圏域

と、各福祉分野の圈域や福祉以外の分野の圈域との関係の整理

セ)地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募金等の取り組

みの推進

8



ソ)地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携体制

め全庁的な体制整備

互二、地域仁却ナる福祉サ÷ビ久φ適切な利用φ促進仁関する事項、11
ア)福祉サービスをし、要とする地域住民に対tる相談支援体制の整備

イ)支援が必要とする者が彪、要なサービスを利用することができるための仕組みの確立

ウ)サービスの評価やサービス内容の開示等による利用者の適切なサービス選択のる倒呆

エ)利用者の権利擁護

わ避難行動要支援者の把握及び日常的な見守り・支援の推進方策

二41地域福祉仁関する活動へφ住民φ参加の促進仁関ずる事項二.1

(イ劾民間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援

(例)社会福祉法人による「地域における公益的な取り組み」の推進

ア)地域住民、ボランティア団体、 NP0等の活動への支援

イ)住民等による問題関心の共有化の動機づけと意識の向上、地h戈福祉推進への主体的参加の促進

ウ)地域福祉を推進する人材の養成

1ちに包括的な支1髪体、制の1整備に関する事項tl、にに11,1N二ご、
ア「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みるこ

とができる環境の整備

ア)地樹岳祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行うものに対する支援

イ)地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備

ウ)地域住民等に対する研修の実施

イ「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制

の整備

ア)地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備

イ)地域住民の相談を包括的に受け止める場の周知

の地域の関係者等との連携による地域生活課題の早期把握

エ)地域住民の相談を包括的に受け止める場のバックァップ体制の構築

ウ多機関の協働による市町村に置ける包括的な相談支援体制の構築

ア)支援関係機関によるチーム支援

イ)協働の中核を担う機能

ウ)支援に関する協議及び検討の場

エ)支援を必要とするものの早期把握

オ)地域住民等との連携
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計画の期間

本計画の期間は、平成31年度から平成35年度までの5か年計画とします。

なお、今後の社会情勢の変化や関連法制度の動向などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行

います。

0計画の期間

第二次南風原町

地域福祉推進計画

平成

31年度

.

平成

32年度

計画の策定体制

①計画策定のための組織体制

本計画の策定にあたっては、町にども課)と社会福祉協議会が連携、協働して事務局を運営

しました。また、計画の検討や審議等を行うための組織として、「地域福祉計画策定作業部会」、

「地域福祉計画策定検討委員会」、「地域福祉計画策定委員会」を設置しています。

1)地域福祉計画策定作業部会

町関係課の班長クラス、社会福祉協議会の担当者で構成し、計画素案の検討及び各課が管

轄する分野別計画との調整を図ります。

2)地域福祉計画策定検討会

関係課長、社会福祉協議会事務局長で構成し、計画原案の検討及び関係課間の総合的な調

整を図ります。

3)地域福祉計画策定委員会

学識経験者、福祉関係者、公募による住民等で構成され、町長及び社会福祉協議会長より諮

問を受け、計画の審議と答申を行います。

平成

33年度

平成

34年度

平成

35年度

平成

36年度~

ノ
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、

、

ノ
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南風原町地域福祉計画策定委員会(10人)

(構成:学識経験者、福祉関係者、一般公募の町民、行政職員)

地域福祉計画策定のための組織体制図

南風原町地域福祉計画策定検討会(課長会議)

(構成:関係課長、町社協事務局長)

計画の審議

介・・・・・・・・・・・・・・0・・・・・・・・・・・・・・,

計画原案の検討・調整

南風原町地域福祉計画策定作業部会(班長クラス)

(構咸.関係課班長クラス、町社協担当)

介

匝一回

町社協会長

計画素案の検討・調整

(構成

・計画素案の作成

・アンケート調査の実施、ワークショップの開催

・その他計画策定に伴う調査、資料作成、会議の調整等

事務局

町こども課(課長、担当)、町社協担当)

_______________1

・住民へのアンケート調査の実施

,住民会議等の開催

・関係団体へのアンケート・ヒアリン

グの実施

11
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(2)計画策定のための住民参画について

本計画は、住民の参画による策定を基本としています。広く住民の意見を反映させるために、

住民アンケート調査、住民会議での声の収集、関係団体へのアンケート・ヒアリング調査、及

び「地域福祉計画策定委員会」委員として一般町民の公募を行いました。また、町のホームペー

ジより計画素案に対するパブリックコメントを実施しています。

1)住民アンケート調査(南風原町の地域福祉(活動)計画に関するアンケート調査)

①調査の目的

・第2次計画を策定するに当たり、町民の地域福祉に関する意識や地域活動等への参加状況、

地域福祉推進における課題等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的として町民

意識調査を実施しました。

②調査の対象者

・本調査の対象者は、町内在住の20歳以上とし、町の住民基本台帳より3,100人を無作為に

抽出。(平成30年6月5日時点)

③調査方法

・郵送による配布・回収

④調査期間

・平成30年6月28日~平成30年7月18日

⑤回収率

・発送数:3,100件回収数:1,035 件回収率:33.4%

⑥設問

・基本的なことについて仕也区、性別、年齢、職業、世帯構成、住宅の種類など)

・地域との関わりについて(居侘年数、自治会への加入、住みごこち、近所付合い、孤立など)

・困っていることや相談について(生活の不安、相談相手など)

・福祉への関心と情報について仕也域の福祉情穀の入手方法、広報紙等についてなど)

・ボランティアについて(ボランティア活動への参加状況、理由、参加意向など)

・福祉サービスの利用について(不都合や不満の有無、内容など)

・地域福祉の推進について(地域福祉を実現していく上での問題点、学びの機会の参加の有無、参加し

たい内容、福祉の充実で必要なこと)

・地域福祉に関連する用語について(社会福祉協議会、民生委員・児童委員の周知状況など)
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2)住民会議

・ちむぐくるプラン(町地域福祉推進計画)住民会議を開催し、地域福祉に関する「学びの場」

の提供を行いました。また、毎回、会の終了後に参加者からの意見を提出してもらい、施策

検討の資料としています。

回数

第1回目

第2回目

第3回目

日程

6月7日(木)

第4回目

6月20日(フK)

第5回目

7月12日(木)

第6回目

7月26日(木)

南風原町地域福祉計画の説明と流れ

第7回目

8月16日(木)

民生委員と地域福祉

第8回目

8月20日綱)

字・自治会の活性化と地域福祉活動

安心生活と権利擁護

8月29日(フK)

内容

第9回目

福祉教育とボランティア推進

9月6日(木)

特別講寅「沖縄の夜のまち現実と向き合う」
講師:上間陽子教授(琉球大学)

第10回目

9月20日(木)

障がい者の雇用と社会参加

第11回目

子どもの孤立と居場所づく

~報告「子ども元気則X洲」と

9月23日(日)

3)自治会・民生委員の声の把握

・地域福祉の推進において重要な担い手である字・自治会区長や民生委員・児童委員の声を把

握するため、小アンケートを行いました。

実施時期:平成30年9月上旬~中旬

調査用紙の回収数:自治会・・14件民生委員・・13件

<設問>

・地域活動での困りごと

・地域の支え合い、つながりづくりなど地域福祉の向上のために必要と思うこと

辻御或福祉推進のための要望や提案など

小学生からの性教育

~自分を大切にすることを学ぶために~

10月12日(金)

19時/役場庁議室

講演会「社会的孤立対策について」
講師:勝部麗子氏(豊中市社協)

場所

19時/役場庁議室

19時/役場庁議室

特別講演「沖縄にふさわしい交通まちづくり
を考える」~フランスの事例を参考として~

講師.ヴァンソン藤井由実

19時/役場庁議室

り

「放課f'到レーム」~

19時/役場庁議室

参加人数

南風原町立中央公民館

黄金オ、ール 14時~16時

44人

19時/役場庁議室

27人

19時/役場庁議室

34人

4)区長ヒアリング

・地域福祉計画における圏域設定についての意見を伺うため、字・自治会の区長を対象とした

ヒアリングを行いました。

日時:平成30年9月3日(月) 16時20分~17時00分

場所:南風原町役場3階庁議室

参加区長:6名

25人

19時/役場庁議室

24人

210人

ちむぐくる館

28人

南風原町立中央公民館
黄金オ、ール 14時~16時

24人

49人

100人

180人
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5)策定委員の公募状況

・応募は2名

6)パブリックコメント

・実施期間:平成30年Ⅱ月7日

見数:0件
'工士亡

',冒

・アクセス数:55件

0月~Ⅱ月12日明)

14



計画の基本理念

子舮゛を.^

弟2早

ち、む,ぐくるで笑顔あふれる
福祉のまち南風原

計画の基本的な考え方

●肩反須町でぱ

全国的に自治会の加入率が低下し、地域のつながりが希薄していると言われている中、南風原町

の自治会加入率は".8%田29)で、5年前の53.2%より減少しています。この背景には区画整備によ

るアパート世帯(若い世代)の急増があり、日頃仕事や子育てで忙しい子育て世代を中心とした自治

会活動・地域活動への不参加傾向が大きく影響しています。

●地堀の/つながりノへの意裁ぱ

住民へのアンケート調査を見ると、地域活動への参加率が 3 割程度にとどまっている反面、地域

の支え合いに期待するとととして「災害時の助け合い」や「地域の見回りなど防犯」を挙げる声が半

数程度あり、地域での「つながり」を必要と感じている人が少なくないことがわかります。

●地堀のι芝え台いノ/こ安心ι、笑顔/こ

地域住民の支え合いによる防災・防犯対策や地域の見守り活動・声かけなどは、行政による支援で

は手の届かない小地域の困りビとにとって不可欠です。こういった住民のつながりが、地域生活に

安心感を与え、支えられる人が笑顔になるのはもちろんのこと、支える側の笑顔にもつながります。

15

●ぞ'して、次feへの/つなガfりノ

地域に暮らす住民同士が、他人の困りごとを「我が事」と思い、ちむぐくるの心を大切にする人が

増えていくことで、南風原町内に「ちむぐくる」の精神が当たり前のこととして浸透し、支え合いの

輪が、若い世代や子育てで忙しい世代を含めたすべての世代、さらに、次代を担う子どもたちにもっ

ながり、笑顔あふれる福祉のまちとなることを目指します。

歴「ちむぐくる」とは

沖縄の方言で「人の心に宿る、より深い思い」を指すと言われていますが、人によって解釈が多

少異なります。本計画では、「思いやり、優しさ、助け合いの精神、他者の苦しみを共有すること

のできる心」などを表す言葉として使います。



基本目標

・計画では、以下の3つの目標を掲げ、地域福祉の向上を目指します。

基本目標1

小地域における住民支え合いが広がっていくように、一人ひとりの福祉意識を高めるほか、

地域福祉の取り組みを支えていく体制づくりが必要となります。

・自治会を中心とした地域福祉への住民参加の仕組みづくりを進めるとともに、福祉意識
よ士,
-j-

の高揚、ボランティア活動の推進、関係団体の活動を支援するなど住民による地域福祉活動の

一層の推進に取り組み、共に生きるまち、「共生社会の実現」を目指します。

共に支え合えるまちづくの

基本目標2:自分らしく自立して暮らせるまちづくの

尊厳を保ち、いつまでも自分らしく自立した生活を送ることは、誰もが望むものでt。そのた

めには必要な人に必要な支援が届くことが重要となります。

支援を必要とする人が相談しやすい環境づくりを進めるとともに、自らサービスを選択でき

るよう保健・福祉・医療等に関する清報捌共の充実を図ります。また、利用者本位のサービス利

用となるよう、サービスの量的整備や質の向上などの取り組みを進めるほか、生活困窮世帯等

への支援、子どもの孤立対策、権利擁護等の充実に取り組みます。

さらに、包括的支援の視点に立ち、支援が縦割りのサービス提供にとどまらず、横断的につな

がり、多面的に対応できる体制構築を目指します。

基本目標3:安全・安脚な人にやさしいまちづくの

地域で安心していつまでも暮らし続けていくには、地域の生活環境を整えていく必要があり

ます。住民アンケートでは地域防災や地域防犯が地域の安心した生活のために必要という声も

多くあります。こういった面での地域のつながりや組織の強化、支援体制の構築を図ります。

また、現代の車社会において、高齢者や障がい者、学生など移動・交通手段で支援を必、要とす

る人への対策も推進します。

16



施策項目の再編等について

0第二次計画では、第一次計画で掲げた施策項目を見直し、削除、統合、追力Πなどにより再編を行っ

ています。特に以下の点について考慮し、再編しています。

(1)第1次計画に掲げられていた施策項目の削除について

0第1次計画に掲げる施策項目の中には、総合計画や各種個卿信十画に掲げられているものも含ま

れています。これらは、地域福祉に関連する施策ではありますが、個別具体的に示されてぃる別

計画があるため、その施策項目は第2次計画より削除し、個男1信十画で対応することとしました。

0国の策定ガイドラインにも以下のように示されています。

※市岡'村がすでに策定している他の計画においてJ御或福祉計画に盛り込むべき事項が記載されてぃる

場合には、重なる部分について、その既定の計画の全部または一部をもって地域福祉計画の一部とみ

なすことができることとするこの場合において、ほかの計画の全部または一部をもって地域福祉計

画の一部とみなす旨を、地域福祉計画の策定段階において明らかにしておくことが立、要である。

0また、バリアフリー等、法制度で実施が義務付けられているもの、交通安全運動のように毎年全

国運動として取り組まれているものについても今回の計画から削除しています。

削除(再編)した項目一覧

基本目標1 共に支え合えるまちづくり

(D豊かなコミュニティの基盤づくり推進

②字・自治会を中心とした地域福祉活動の推進

基本目標1 共に支え合えるまちづくり

③福祉意識の高揚

③男女共同参画の推進

④人権教育・啓ヲさの推進

前回の項目名

基本目標2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり
(6)生きがいづくり推進

基オ頃標2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり

⑦健康づくり推進

基本目標3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

a)快適で利用しやtい施設、住環境の整備推進

基本目標3 安心・安全な人にやさしいまちづくり

②交通安全対策の推進

基本目標1 共に支え合えるまちづくり

①地域福祉活動の推進

②地域福祉の組織体制強化

(3)地域のつながりの向上、強化の3項目に再編

男女共同参画や人権教育については、個男1情十画に
具体的に示されているため削除

備考

基本目標1③①ウ)に統合(居場所づくりの推進)

福祉サービスの項目と合わせ、保健福祉サービス
として統合した施策

特定健診等は個別計画に具体的に示されてぃるた

め削除

バリアフリーの関係は、法制度で義務化されてい

るため、施策から削除

毎年、全国市町村で共通して取り組まれている対
策のため、施策から削除
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(2)新しい項目の追加

0第一次計画策定以降に国から示された通知や策定ガイドラインに基づくとともに町の状況を踏

まえ、新しい考え方を盛り込んでいまt。

①地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進(「我が事・丸ごと」)(必須)

0国では、地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進を掲げており、社会福祉法の改正内容を

反映した市町村地域福祉計画の策定が求められている。既に、市町村介護保険事業計画(平成29

年度策定予定)の策定指針にも、この考え方力珠且み込まれたほか、障害福祉計画策定指針では、

「精神障がい者も含めた地域包括ケアシステムの構築」について示されています。先行して個

男1信十画の中で「包括的」という考え方が示されてきましたが、根幹となる地域福祉計画において

も、国の通知および平成30年4月の社会福祉法の改正に基づき、これらを総体とする「我が事・

丸ごとの理念を考慮した策定を行っています。(伊上包括的相談支援など)

※「我が事・丸ごと」の地域福祉の推進

L

②生活困窮世帯の自立支援策(必須)

0近年は、生活保護や生活福祉資金貸付などの制度の対象とならない"制度の狭間"にある生活困

窮世帯が増加・深刻化するなかで、平成27年4月より生活困窮者自立支援法を施行し、生活困

窮者の把握や相談、就労支援など自立支援のサポート体制が敷かれました。地域福祉計画にも

自立支援方策を盛り込むことが国から示されています。「生活困窮者自立支援方策について市町

村地域福祉計画に盛り込む事項」徃活困窮者の把握や自立支援に関する尊頁/平成26年3月27日付)

0生活困窮世帯の自立支援に関する町の取り組みについて、すでに実施しているもの、今後実施

が必要となるもの等を盛り込んでいます。

「我が事」=隣近所のことを「我が事」として捉え、支え合いを行おうと

いう考え方。「丸ビと」=高齢者、児童、障がい者等の縦耆」りで相談や支

援を行うのではなく、各部署や関係者が横断的に連携して対応を行うと

いう考え方。

③子どもの貧困に関する対策(必須)

0沖縄県においては、生活困窮世帯の子どもは3割に上るなど、全国よりも高いことが報告され

ている。生活困窮家庭では、その子どももまた貧困に陥ってしまうことが少なくありません。貧

困の連鎖を断ち切るために、子どもの貧困対策(孤立対策)も計画で掲げています。

④ネ土会福祉法人の地域における公益的な取り組み促進け也域貢献)

0平成28年3月31日に改正社会福祉法が成立し、社会福祉事業を行う社会福祉法人による地域

における公益的な取り組みが義務付けられました。社会福祉法人による貢献活動性計困難者に対

する無料・低額の福祉サービスの提供、生活保護世帯の子どもへの教育支援、高齢者の生活支援など)の促進及び社会

福祉法人の連携等の支援などについて掲げ、地域の社会資源として地域福祉の一翼を担ってい

ただけるように盛り込んでいます。
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⑤子ども家庭総合支援拠点の設置【母子保健包括支援センター(子育て世代包括支援センター)含む】

0平成30年5月に東京都目黒区で発生した5歳(当H剖女児が虐待を受けて亡くなった児童虐待事

案も受け、増加する児童虐待に対応するため、 6月15日に「児童虐待防止対策に関する関係閣

僚会議」が開催された。この会議において、子どもの命を守ることを何より第一に据え、全ての

行政機関が、あらゆる手段を尽くすよう緊急に対策を講じることとされ、これを受けて「児童虐

待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係

閣僚会議決定。以下「緊急総合対策」という。)が決定した。

0緊急総合対策において、児童虐待防止対策と生活困窮家庭やひとり親家庭等に対する支援の緊

密な連携について言及されたことを踏まえ、教育委員会や関係機関との連携の下、町としての

方策を整備していきます。

新しい項目一覧(主なもの)

基本目標1 共に支え介え

るまちノづくり

基本目標2 自分らしく自

立して暮らせるまちづくり

①地域福祉活動の推進

基本目標3 安全・安心な

人にやさしいまちづくり

①相談支援の允実

(3)計画の点検・評価しやすさの重視

0第一次計画の各施策は、一項目の中に複数の事業・施策が盛り込まれていたり、推進内容が大枠

で示されているためにどの事業で評価すべきかがわかりにくい項目が見られました。

0第二次計画では、内容が第一次計画を継承しているものも、項目立てを再編し、具体的に事業等

につながるように配慮しました。

項目名

(3)保健福祉サービスの向上

④生活困窮世井技援・孤立対策等0)1鎚

(5)権利擁護の充実

③移動・交通環境の充実

⑥町内社会福祉法人が行う・地域公
益事業への連携と支援
幟協の取弊且みとして掲樹

②包括的な相談支援体制の構築

③包1舌的なサービス提供の体制構築

④子どもの貧困・孤立対策の推進

⑤自殺予防対策の推進

③「地域共生社会」についての啓発、
広報の推進

①移動支援の推進

②地域共助による移動手段の確保
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' 施策の体系

基本理念

(3)移動・交通環境の充実

基本目標

20

1 共に支え合えるまちづくり

(1)地域釉言む垢動の推進

基本施策

(2)地域福祉の組綴体制強化

(3)地域のつながりの向上、強化

2 自分らしく自立して

暮らせるまちづくり

(4)福祉意識の高揚

(5)ボランティア活動の推進

(1)相談支援の充実

(2)情報提供の充実

くノ

し、Yマ
,'ノ

3 安全・安心な

人にやさしいまちづくり
(2)地域における防災対策の推進

(3)保健福祉サーピスの向上

(4)生活困窮世帯支援・孤立ヌ蝶等
の推進

(5)権剰」擁護の充実

(1)地域における防犯対策の推進
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【施策体系の詳細】

基本目標1

①地域福祉活動の推進

共に支え合えるまちづくり

aX也域福祉活動への参加促進
ア)自治会情報や地域福祉活動の情報提供

イ)福祉に関する「学びの場」の提供

②1也域福祉活動を担う各種団体の活動支援

③友愛訪問や見守りネットワーク活動の支援

④民生委員・児童委員の活動支援

ア)民生委員,児童委員の活動支援

イ)民生委員・児童委員の住民への周知

ウ)民生委員・児童委員の定數確保

⑤活動を担う人材の確保支援

ア)福祉協力員の確保支援

イ)まちづくりサポーターの確保支援

⑥町内企業や社会福祉法人の地域福;止活動への参加促進

<町の取り,組み>

(2) 地域福祉の組織体制強化

①自治会組織体制の強化支援
ア)自治会組織への支援

イ)リーダーの育成

ウ)「地域づくり推進委員会」への支援・協力

②小地域福祉ネットワークの組織化・強化支援

ア)小地域福祉ネットワークの取り組み支援

イ)小1也域福祉ネットワークの組織化促進

ウ)小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会の開催等

③コミュニティソーシャルワーカーの体制の充実支援

④1也域課題を解決する仕組みの充実強化

①地域福祉活動の活性化

ア)地域福祉活動の広報による情報提供

イ)まちづくりサボーターの確保・活動支援

ウ)友愛訪問や見守りネットワーク活動の推進

②地域づくりに閏する情報共有の場づくり
③福祉団体の支援

ア)福祉団体の活動支援

イ)福祉団体の加入促進

④民生委員・児童委員の活動支援
ア)民生委員・児童委員の活動支援

イ)民生委員・児童委員の確保

恒溜T内企業への地域福祉活動参加への呼びかけ

値絢内社会福;出去人が行う地域公益事業への連携と支援

(3) 也域のつながりの向上、強化

①交流やつながりの機会づくり推進

ア)交流機会の提供

イ)友愛訪問や見守りネットワーク活動の支援(再掲)

ウ)居場所づくりの推進

②住民主体の活動による交流の促進

ア)住民主体の活動の支援

イ)交流・活動場所の確保

③住民同士の'僻(つながり)"づくり(地域共生社会の実現)

_<社協の取り組み>

④ 0;止竜識の高揚

①児童生徒への福祉教育の推進

ア)学キ支と地域住民等の連携による福祉教育の充実

イ)「福祉教育連絡会」の開催

ウ)「福祉教育実践報告会」の開催

エ)教職員への福祉教育の機会確保

②地域住民への福祉意識啓発の充実

ア)福祉意識の啓発広報活動

イ)イベント機会等を活用した福祉意識啓発

ウ)各種週問や月問の趣旨の周知啓発強化

エ)福祉に関する「学びの場」の提供(再掲)

①支え合い・助け合う1也域づくり
ア)「地域づくり推進委員会」の設置推進

イ)福祉協力員の確保,育成

②小地域福祉ネットワークの組織化及ぴ強化
ア)小地域福祉ネットワーク活動への支援

イ)小地域福祉ネットワークの組織化推進

ウ)小1也域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会の開催等
③コミュニティソーシャルワーカーの機能強化

ア)コミュニティソーシャルワーカーの継続的配置・資質向上
イ)個別支援、1也域支援の実施による1也域支援の強化

ウ)生活支援コーディネーターとの連携

④地域課題を解決する仕組みの充実強化

(5) tランティア活動の推進

①ボランティアへの参加促進
②ボランティアセンターの機能充実・支援
③ボランティア活動の活性化

ア)「学校支援ボランティア」の参加推進

①地域活動の活性化支援

②居場所づくりの推進

③住民同士の"紳(つながり)"づくり(地域共生社会の実現)

①児童生徒への福祉教育の推進

ア)福祉教育推進校の指定と福祉教育の推進

イ)「福祉教育連絡会」の開催

ウ)福祉教育実践報告の充実

エ)福祉教育研究会の開催

②住民の福祉意識の高揚
ア)福祉意識の啓発広報活動

イ)1也域共生社会についてあり方を検討する機会の確保
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①ボランティア活動の情報発信
②ボランティア同士の交流、仲問づくりの推進
③ボランティアセンターの機能強化
④ボランティアの養成、人材の確保

ア)ボランティア養成講座の開催

イ)10代のボランティア研修会

⑤ボランティア団体と、企業、 NP0との連携



基本目標2 自分らしく自立して暮らせるまちづくり
①相談支援の充実

a湘談支援の充実

ア)窓口対応力の充実

イ)相談担当者の資質向上

ウ)電話やメール等による相談の実施

エ)訪問相談の実施

⑦泡括的な相談支援体制の構築
ア)包括的な相談の場(窓口)の推進
イ)支援を必要とする住民を相談につなぐ体制づくり推進

ウ)多機関の協働による包括的な相談支援体制

③相談窓口の周知と利用促進

<町の取り組み>

(2) 青報提供の充実

a潴報提供の充実

ア)既存の情報提供の充実

イ)新たな情報提供手段の検討

②関係機関・団体やj也域への情報発信
ア)関係機関・団休等への行政情報の発信

イ)出前講座の実施

③相談窓口問の連携

@"青報のバリアフリー化の推進
ア)ホームページの利用しやすさの向上

イ)声の広報の充実

⑤広報紙配布率の向上

③ 保健福祉サービスの向上

d瓶祉総合相談事業の推進
ア)福祉総合相談室の充実

イ)福祉総合相談室の周知広報

②地域課題の把握とアウトリーチによる相談支援の充実・強化

ア)地域活動における相談支援の充実・強化

イ)コミュニティソーシャルワーカ^活動こおける^ず険・強化

ウ)民生委員・児童委員と連携した地域相談支援の充実

③包括的な相談支援体制づくり1こ向けた関係機関の連携強化

④住民相互支援体制の充実

d洛種保健福祉サービスの充実
②インフォーマルサービスへの支援
③包括的なサービス提供の休制構築

刀介護保険制度における「地域包括ケアシステム」の深化'推進

イ)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築
ウ)子どもや子育て家庭等を包括的に支援する体制の構築

④禾帰手続きの簡素化・わかりゃすさの推進
⑤サービスの質の向上

フ)サーピス従事者の資質向上

イ)苦情解決体制の充実

ウ)サービスの評価の充実

<社協の取り組み>

④

d)情報提供の充実

活困窮世帯支援・孤立対策等の推進

d注活保護制度の適正実施
②低所得者への支援の推進
@注活困窮世帯への自立支援の推進
④子どもの孤立(貧困)対策の推進

ア)「子ども元気ROOM」の充実

イ)児童館を活用した居場所づくり

ウ)「家庭訪問型子育て支援事業」の実施検討

エ)就学支援認定者への学習支援の推進

⑤自殺予防対策の推進
⑤ 利擁護の充実

a准利擁護のための制度等の利用支援
ア)成年後見制度の周知・広報、利用促進

イ)成年後見制度利用支援事業

ウ)日常生活自立支援事業、金銭管理支援事業等の周知広報
便艦利擁護に係る体制・ネットワークづくり推進
3 「地域共生社会」についての啓発、広報の1隹進

④虐待等防止対策の推進
ア)j含待やDV^隙ヒ及て悍^見・早^応1こ関する地域~^
イ)南風原町要保護児童等対策推進協議会による対応充実
ウ)「子ども家庭総合支援拠点」による子どもの虐待対策の強化

①包括的な高齢者福祉サービスの提供

ア)高齢者の在宅生活を支える福祉サービスの充実

イ)包括的なサービス提供の推進

②福祉サービスの質の向上

ア)利用者満足度の把握

イ)研修等による資質向上

ウ)苦情解決体制の充実

③介護保険事業及び障害福祉サービスの充実

④インフォーマルサービスへの支援

①イ氏所得世帯に対する支援

②生活困窮者の自立支援の推進
③子ども等貧困対策支援事業の推進

①金銭管理等日常生活の支援

②日常生活自立支援事業の実施

③j去人成年後見の実施検討

④地域共生社会についての啓発・広報の推進
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基本目標3 安全・安心な人にやさしいまちづくり

a)1也域における防犯対策の推進

①防犯に閏する情報提供・1也域防犯の啓発
②防犯パトロール等の充実
③高齢者や障がい者が遭う危険性の高い犯罪への対策

④防犯灯の整備推進

6腫報システムの普及推進
②

<町の取り組み>

域における防災対策の推進

①防災意識の普及啓発

②自主防災組織の結成や強化の推進

@耀溌行動要支援者の支援体制の構築

④緊急情報伝達手段の充実
⑤福祉避難所の確保

(3)移動・交通環境の充実

d麻動支援の推進
②1也域共助による移動手段の確保

a)子どもを守るネットワークづくり

②消費者被害への対応の充実

<社擡の取り組み>

①災害ボランティアセンター機能の充実
②実践的な防災訓練の実施

③災害時対応マニュアルの充実

④日頃からの見守りネットワーク体制づくりの推進
⑤避難行動要支援者の把握と個別計画作成の支援

①高齢者外出支援サービス事業の充実

②1也域共助による移動手段の確保

、゛
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福祉圏域の設定

●福赳厨燐とぱ

福祉圈域とは、地域福祉を推進するために必、要な取り組みや仕組みづくりを効率的、効果的に展

開していくための地域における範囲のことです。

保健福祉サービスの捌共や情報発信、スポーツ大会や文化祭などは、町民全体を対象とした大きな

範囲での取り組みですが、見守り・安否確認や日常生活におけるちょっとした手助けなどは、身近な

範囲での気づきや支え合いで行われます。

●勞一次計酉でぱ

第一次計画では、この福祉圏域について①「第 1層地域福祉推進圏域(町全域)」、②「第2層

学校区福祉圏域(中学校区)」、③「第3層小地域福祉圈域(字・自治会)」と3区分に設定してい

ました。第1層の町全体を対象とした施策を行政や社協が中心となって進めてきたほか、第3層の

字・自治会の組織等を中心とした小地域福祉ネットワークの自主的な運営を支援し、地域福祉の向

上を図ってきました。

また、第3層にっいては、コミュニティソーシャルワーカーを介しながら、第 1層に当たる関係

機関との連携・つなぎによる個別支援や地域課題の解決等も行われ、第1層と第3層の直接的な小

地域支援体制も構築されてきています。

●勞二次計酉での福征厨堀ぱ

第二次計画においては、第1層と第3層の強化を図るとともに、第2層に「地域福祉プラットフ

オーム」という新しいかたちを導入し、緩やかな連携の中で住民の「気づき」と「つながり」の機会

づくりを行いながら地域福祉の推進を図ります。

(1)第1層町全域

行政や町社協、その他関係機関と連携しながら、法制度に基づいた保健福祉サービスの提供や

各種支援について、町全域を対象とした取り組みを行う範囲です。

各種行事やサービス提供、支援対策のほか、町全体の地域課題を町全体の視点で解決するため

の取り組みを行います。

今後は、住民のつながりの機会づくりを積極的に行い、関係機関と連携しながら各種イベント

やスポーツ大会、交流の場、生涯学習の場(学びの場)づくりなどを推進します。

(2)第2層地域を超えたつながりの場「地域福祉プラットフォーム」皈称ゆんたく力フェ)

第一次計画では、第2層に中学校区を単位とする圏域を設けていましたが、実際には第2層は

設けられず、第3層の字・自治会や小地域福祉ネットワークの活動に、コミュニティソーシャノレ

ワーカーや関係機関等が直接関与しながら活動支援等を行う体制で進められてきました。

第1層と第3層の関わりが緊密である背景には、本町の面積が小さく、字・自治会が 19 か所

と少ないほか、コミュニティソーシャノレワーカーによる支援体制が充実していることなどがあげ

られます。

今回の策定では、自治会の加入率や地域活動への住民参加が伸び悩む中、殊且織にとらわれな

い緩やかな連携の場・つながりの場」も必要ではないかと考えました。そして、地域という枠に
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とらわれずに住民が集まり、「気になるごとや「やってみたいこと」などにっいて懇談しなが

ら、つながりの輪を広げ、課題解決を実現していく場を「地域福祉プラットフォーム」として第

2層に設けることとしました。

地域福祉プラットフォームは、行政と社協が支援するほか、ボランティアセンターとボランテ

イアプラットフォームが一緒に関わりながら、運営していきます。

※プラットフォームとは

(3)第3層身近な小地域(字・自治会)

字・自治会のネ且織を中心とした地域活動や、見守り・支え合いなどを行える身近な地域を単位

とした範囲です。

各字・自治会では、年中行事や世代間交流に趣向を凝らし、住民同士のっながりの機会づくり

をしています。また、ほとんどの字・自治会では「小地域福祉ネットワーク」力泳且織化され、高

齢者サロンや子育てサロンといった交流活動が主に行われています。

さらに、各小学校区に配置されているコミュニティソーシャルワーカーが関わりながら、支援

が必要な方への助言やサービス・制度及び関係機関等へのつなぎを行う「個別支援」を行ってぃ

ます。

字・自治会の活動は、現在は行事や交流活動が中心となっていますが、今後は、小地域の中で

の困りごと(地域課題)の把握やその解決策を話し合い(「地域づくり推進委員会」の設置)、小

地域福祉ネットワークを中心とした見守り活動や生活支援等にも取り組みんでいけるように、活

動の仕組みづくりと住民参力四)促進、 字 自治会の組織体御W)強化などの支援を行います。

列車へ乗り降りする場所を示すことから、最近は「土台・基盤」という意味合いで

使用されるようになってきた。様々な人やグループ、企業、団体、機関が、組織や
地域等の枠を超えて、参加したいときゃ必要なとき、それぞれ参画する仕組みをプ
ラットフオーム型という。

25



ゾ之41●みゞえ3ミ契y尋弓ゞy_1-/,_'彫t七やがー'軍一、メメ t〆子<1,,'1i;1y会き4窺ふ1、寺途好釜1
郭'豁むt、叉ン1慈,々にリ券ゞ1゛紗,●<診影、1'1弐'に'点を'驫焚'亀をン,心ゞ、,三◆ア之ン1二1 '辻4ト.4tブy杉、i多■姦ご弓三邑41斐4み、1'tヌ、

勇蔀灣泌膨武rノ六膨§f夢'彪瓢〆ゞ心__吸'愈ξゞ'一政'、、1f,

fR■゛'"管三珍途関係者六'1糖
11、号発1,'yξ e;皇1父 1";そd)イ也1繋弓、・ン.,1●t壱11蔀y
春、/4◆シ4》導Jj蔀1,冬趣4一§.4二三'武ξ琴易四等●y、ソX呉,ゞ屍誘一ゞルウ1立1,メι浮醗乏、ミ籍ン点志g¥号芽4iぎ>区金ltり窯夕yで五之、1

南風原町地域福祉φイ、メー,ジ図1、(案)t

行政主体で

やってほしいこと 禽畢 連携する

＼

、、゛

'

つながりの

機会づくり

・各種イベント(まつり等)

・スポーツ大会

・交流の場づくり

・公民館講座

・学びの場づくり

,1(,毛ゞj.J券

゛稔誘'〆き

エ)ノ"i 立●'

ず'智,j■
姦,,写、夢

ft、立曳
*会ι, 3●夕f

"'1
1に,之'

璽勢影シ誕

.t窪、●

瓢■恕る壁亀^野点、望心三、嘉野発■女■号契●'恐1^心之^1" y匪b-、謬疹霧御賂^ニ、'^女女^、,号^
鵬j 老人会女性会青年会'子ども会'弓、■
ゞ',^釜鯵,蓮乏"工軽すゞ姦瓢む11二.
武地域づくり推進委員会戸

金畢 小地域と連携する小地域の課題を共有する

二福祉に関する、,

学びの場二

Υて住↓足ま轟(イ^))1、、ノイ"/ A 、、,ノノ,、ノ

L訟都・・*冊就価

Jノノ

地域から参加

団体、企業か

・1ト

朽オイアカヅトフォーム
、、、ノ、、

1ほづど窓自七ン"
iん,ノ,イι、、メ,゛、, i ^

".'」ゞノ、』,、

＼

」、〕J、{十

、ノノ、ノノ'

ノ

＼ ノ)

、,ム1

'

鴎

参加したい

機つ
=な
づ力ぐ
くり
りの

,

ノー

・年中行事

'、まつり

・交流活動

畷珍
,゛

ず

づノノ,"'

・一住民・・

参カロー、〆*~、ノー・ー

連携

地域版学びの場

(町や社協と連携)

.ムノノ,、ノノ、、,

"三三イ',、,ノリノ',

26

゛ノ

・民生委員じ福祉協力員

' CSW (コミュニティソーシャルワーカー)

ゞ

行
政
主
体
で
や
っ
て
ほ
し
い
こ
と

場の
イ
、＼

＼
一

J
 
叫
、
、
'
 
q
 
、

、
"
一

J
 
、
、
¥

ノ

＼
j
、

J
 
J

ン
(
シ

リ
オ

〕
J
＼

ノ
ウ
 
J

福
フ

"
、

ウ
一

J
 
/
J

域
一
ト
カ
,

一
也

<

、
、

ヅ
土
一

ノ
、
、
J

一
二

ナ
、

、
」
、

4

J
J

ミ
J
二
之
へ
、
イ
、
.
ν
、
ニ
ニ
ニ
J
/
"
ニ
?
ゞ
勺
/
J
、
ミ
子
6
白
七
キ
3
く
二
ゞ
み
ま
.
ι
、
、

、
、

'
 
4
¥
重
全
^
、
多
 
1
一
膨
ン
'
.

ー
^
^
'
^
咲
才
^
、
急
一
^
、
^
ー●

÷
ゾ
,
、
0
七
ス
乳
J
イ

W
 
'
ハ
ミ
'
.
、

、
ノ
ノ
ノ
J

、
 
J
 
J

ノ
ノ

体
参

<
団

{
,
、

ノ
'
、

る
一
、
'

や
っ
て
み
た
い
こ
と

.
気
に
な
る
こ
と

^
゛
●
^
^
^
リ

に

福
祉
を
い
ろ
い
ろ
知
り
た
い

^
学
・
^
風
^
篭
^
爵
^

目
,

'
ノ

,
ゾ

,
誘誘"

ー
、

一
'
.
一

やるゆー
ー

ぢ
●

'
黒

経
■

'
イ
,

ミ
、
'
ψ

!
"
ゞ区

J
J
 
、
 
J
/
、
、
、
子

泌
'
,

膨号
、
、

1
f

琴
努

'ノ
'

"

「

%
ノ

y
霧
災
芽

、
ゞ
卦
し
、
,
ナ
j
今
一
ゾ

{
乏
キ
忌
'
三
ι
子
式
1

゛

一

るき口力参もら

冒

、
、
、
,
、
"
一
ι
L
.
、
'
、
、
ν
、
了
イ
影
゛
,
、
,

゛

ゞ
4
X
N

、
4
べ
一
^
'
、
●

ι
ン
,

〆
ル

拶

咲
険

ゞ
ル
一
7
動
4
む
珍
空
゛
X
、

一
ノ
、
j
 
、
 
1
一
碁
、
亨
A
 
Y
0
イ
'

ノ
ノ

つ口

姦
、
◆
司

ご雪

一
1

ノ
ノ

9
 
'
宅
く
キ
、
,
ン
4
1
一
"
'
●
1
ー
、

心
イ
゛
^
ノ
¥
ン
、
凡
゛
,
イ
ゞ
ξ
"

、
才
●
ノ
十
二
、
兵
.
、
゛
9
 
ι
,

-
2
 
繕
越
を
一
1
室
尿
よ
§
河
ー
ニ

■
二
・

、
ユ
一
ニ
ニ

<
ル

、

、
ノ

'
髪診辻

J
.
、
、辻

,
゛
ノ
,
゛

く
儲
ゞ
偸

建
◇

一
二

、
ノ

企

ノ
'

ご'0
t

゛
ゞ
t

ノ

ノ
气

ノ
、
ノ
、

メ
の

メ
で
Ⅱ

、
 
J
 
J
 
、
、

入
参

個
七
ル

"

とこ

ノ

リ
ン
ノ

、

J
 
、

ル

ノ
ノ

、
、

、

、
、
、

謬
巽
謬
瓢
羅
謬
珍
゛
謬
勢
謬
寵
戸
警
藝
稔
郵
粂
一
美
瓢
兆
六

ヅ
ぎ
か

ゞ
サ償有

.
一

＼

ノ
§1

'
ノJ

y

ヤ
,
ウ
,
゛

ノ
ご
ン

<
~
<
◇

0
、
.
ハ
 
C
゛
才
会
一

む
ご
汰
、
タ
゛
゛

ご
子
A
ゴ
弍
、

〆
ノ
~
,
-
4
,

一
熊
1
勇
ノ

"
1
七
^
ニ
、

ノ
、■

,
<

¥
J



. 重視する点(取り組みや考え方)

(1)地域福祉プラットフォームを組み込んだ南風原型地域福祉のかたちづくり

・第1層~第3層までの各段階における地域福祉の体制づくりを推進する

・第2層における「地尉岳祉プラットフォーム」による、緩やかな連携の場をる倒呆する

・第3 層の字・自治会の組織強化と小地域において自ら課題解決について考える場の確保と課題

解決の実践を支援する

(2)「見える福祉」の推進

・各字公民館における各種活動や行事を通して、地域住民に福祉が見えるように取り組みの展開

を図る。

・地域福祉及び各チ劃呆健福祉情報を常に発信し、叶尉止」についての情報捌共を強化する。

・地域の福祉活動の実践や関わっている人の声など情報発信し、住民参加による福祉活動をPR

する。

・町広報誌、社協だよりをフノレ活用するとともに、新しい情報発信方法を検討し、福祉清報はもっ

と身近に感じられる手法を展開する。

・福祉に関する「学びの場」を捌共し、地域福祉に関する内容のほか、サービスや法制度、町の現

状について周知・広報するとともに、住民の福祉に関する知識の向上を図る。

・各種まつりや大会、イベントにおける情報発信や相談機会確保のほか、日頃から住民が集まる

スポットへの出張等による福祉情報発信や相談の場の確保を図る。

(3)主要分野における包括的支援体制の構築

・高齢者福祉分野の介護保険で掲げられている「地域包括ケアシステム」を推進し、重度な要介護

状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に捌共される地域包括ケアシステム構築の実現を

図る。(「南風原町高齢者保健福祉計画」において実践される取り組み)

・障がい者福祉分野で掲げられている「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を推進し、

精神障がい者も含めた障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、

「相談」印章害福祉」「医療」「生活支援」「住まい」「社会参加(就労)」「地域助け合い」を包括

的に捌共できる体制の構築を図る。(「南風原町障がい福祉計画」において実践される取り組み)

・児童福祉分野においては、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を包括的に提

供tるとともに、児童虐待の早期発見や防止対策の強化を図る体制の構築(「子ども家庭総合支

援拠点」及び「母子健康包括支援センター」等)を図る。にの包括支援体制は個別計画に示さ

れていないため、本計画で掲げ、平成31年度策定の第2期南風厚、町子ども・子育て支援事業計

画で具体化するものとする)
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①地域福祉活動の推進

んん・^

弟3早

共に支え合えるまちづくり

■ 町の目又の糸且み

①地域福祉活動への参加促進

第2次計画の取り組み

ア)自治会情報や地域福祉活動の情報提供【推進主体.総務課、こども課】

0自治会活動や地域福祉活動を通して、安心して暮らせる住みよい地域づくりにより多くの住民が

参加していけるよう、自治会の活動内容、地域福祉活動の報告、地域で活躍tる人の声などにっ

いて、地域や社恊と連携しながら情報発信していきます。

■

イ)福祉に関する「学びの場」の提供【推進主体.こども課、生涯学習文化課】

0地域住民の福祉に関する知識の向上により福祉意識の高揚を図るため、福祉に関する「学びの場」

を設け、「我が事・丸ごとの地域共生社会」の周知・啓発及び各種福祉情報の提イ共と意識啓発に

努めます。

0南風原町の歴史や文化等を学ぶ「はえばる大学」と連携し、学びの機会やテーマを拡充し、相互

の充実を図ります。

【推進主体:総務課、こども課】

②地域福祉活動を担う各種団体の活動支援【推進主体.こども課、保健福祉課、生涯学習文化課】

0地域福祉の推進に関わる社会教育団体や各種団体、 NP0等について、それぞれの活動の充実を図

るために、社会福祉恊議会とも連携しながら必要な支援を行います。

③友愛訪問や見守りネットワーク活動の支援【推進主体:保健福祉課】

0友愛訪問や福祉協力員を中心に実施されている見守り活動への支援を行い、対象者の安否確認と孤

独感の解消及び地域とのつながりのる倒呆を図ります。

④民生委員・児童委員の活動支援

ア)民生委員・児童委員の活動支援【推進主体.こども課】

0地域住民の身近な相談役である民生委員・児童委員の活動支援について、社会福祉協議会と連携

しながら進めます。

イ)民生委員・児童委員の住民への周知【推進主体:こども課】

0民生委員・児童委員の日頃の活動充実が図られるよう、役割や活動内容等について、地域への周

知を図ります。

ウ)民生委員・児童委員の定数確保【推進主体:こども課】

0地域住民の身近な相談役である民生委員・児童委員について定数確保に努めます。

【推進主体.こども課】
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⑤活動を担う人材の確保支援【推進主体.こども課】

ア)福祉協力員の確保支援【推進主体.こども課】

0社会福祉協議会が進める「福祉協力員」の配置など、民生委員・児童委員をサポートする人材の

確保を支援します。

イ)まちづくりサポーターの確保支援【推進主体:こども課】

0社会福祉協議会が進める「まちづくりサポーター」をh倒呆するため、地域でともに支え・助けあ

う有償の活動について周知広蛾を行うなど、人材のる倒呆を支援します。

⑥町内企業や社会福祉法人の地域福祉活動への参加促進【推進主体.こども課】

0町内の企業や社会福祉法人も地域社会を構成する一員であるという意識を醸成し、事業者の地域福

祉活動への参加を促します。

0町内企業や社会福祉法人が行っている地域福祉活動を広報紙などで発信し、住民への周知や他企

業・法人への参加意識啓発を図ります。
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■ ネ土会福宇止↑窃三義会の取の糸且

①地域福祉活動の活性化

ア)地域福祉活動の広報による情報提供

0社協だより等を活用し、字・自治会が実施している地域福祉活動や活動参加者の声などを発信し

住民への周知・広報を図ります。

イ)まちづくりサボーターの確保・活動支援

0社協内にある「まちづくりサポートセンター」がコーディネートを行っている、有償での住民相

互の助け合い(「依頼会員」と「提供会員」がそれぞれ会員登録し支援を行う活動)の充実を図る

ため、捌共会員である「まちづくりサポーター」の確保を図ります。

0まちづくりサポートの活動について住民への周知広報を強化し、共に支え合う活動の高揚を図り

ます。

■

ウ)友愛訪問や見守りネットワーク活動の推進

0友愛訪問や見守りが必要な世帯(気になる世帯含む)に対する見守りネットワーク活動を推進し、

対象者の安否確認と孤独感の解消及び地域とのつながりの確保を図ります。

②地域づくり1こ関する情報共有の場づくり

0住民をはじめ医療・保健・福祉に関係する機関・団体が連携し、地域における福祉課題や地域づく

りについて、話し合い・学び合う機会・場をる倒呆し、問題解決に向けた共通認識づくりを行い「ち

むぐくるで笑顔あふれる福祉のまち南風原」を目指したネットワークづくりを推進します。

③福祉団体の支援

ア)福祉団体の活動支援

0老人クラブなどの当事者団体の活動をとおして親睦・交流や社会参加促進の取組みが行われてお

り、それらの活動の活性化が活力ある地域づくりに欠かせないことから、福祉団体に対する活動

助成金の交付や団体事務などの支援を行います。

0昨今は当事者団体の弱体化が見られることから、組織強化を図ります。

イ)福祉団体の加入促進

0福祉団体の加入者数増加を図るため、団体の活動内容や加入するメリットの周知等を図ります。
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④民生委員・児童委員の活動支援

ア)民生委員・児童委員の活動支援

0民生委員・児童委員が安心して活動できるよう事務局を担うとともに、民生委員活動の住民への

周知、研修会への参加支援、福祉協力員との連携を進めるなどにより、活動を支援します。

イ)民生委員・児童委員の確保

0町の人口が増加する中で民生委員・児童委員は欠員があるため、町と連携しながら、なり手の確

保に努めます。

⑤町内企業への地域福祉活動参加への呼びかけ

0町内の企業も地域社会を構成する一員であるという意識を醸成し、事業者の地域福祉活動への参加

を参加促進します。

⑥町内社会福祉法人が行う地域公益事業への連携と支援

0改正社会福祉法に伴って義務化された社会福祉法人の地域における公益的事業の実践を広め、地域

福祉への貢献を図るために、社会福祉協議会が町内の社会福祉法人のまとめ役となり、地域貢献へ

の参加について、各法人へ適切な情報捌共を行い、事業展開への連携や支援を行います。
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②地域福祉の組織体制強化

■ 町の目又の糸且み

①自治会組織体制の強化支援

ア)自治会組織への支援【推進主体:総務課】

0住民に最も身近な組織である字・自治会が中心となった地域福祉のつながりづくり、支え合いの

環境づくりが推進されるよう、組織への支援を行います。

■

イ)リーダーの育成【推進主体.総務課、こども課】

0自治会長の視察研修などにより資質向上を図り、自治会運営、行事開催などにおける取り組みの

強化を支援します。

0自治会等、新しくりーダーになる方への初期支援を図ります。

【推進主体:総務課、こども課】

ウ)「地域づくり推進委員会」への支援・協力【推進主体.こども課】

0社会福祉協議会が推進する字・自治会の「地域づくり推進委員会」への支援や協力を行い、自治

会において住民自ら地域の福祉課題について話し合い、解決に向けた取り組みを進める体制づく

りを推進します。

②小地域福祉ネットワークの組織化・強化支援

ア)小地域福祉ネットワークの取り組み支援【推進主体

0社会福祉協議会との連携により、「高齢者サロン」

ます。

イ)小地域福祉ネットワークの組織化促進【推進主体

0小地域福祉ネットワークカ薪狙織化されていない字・

ながら、組織化を促していきます。

ウ)小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会の開催等【推進主体:こども課】

0小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会や研修会の開催により、運営状況等の情報交換・

共有を図り、小地域における事業推進に寄与します。

③コミュニティソーシャルワーカーの体制の充実支援【推進主体.こども課】

0コミュニティソーシャルワーカーによる地域の福祉二ーズの把握や相談援助の充実が図られるよ

う、コミュニティソーシャルワーカーと地域の各種相談窓口(地域包括支援センター、障がい者相談

支援事業者、児童家庭相談員、子育て支援センター、保健師、民生委員・児童委員など)との連携を

密にし、要支援者の情報を共有するとともに、相互に連携・協力した支援が可能な体制を構築しま

す。また、公的サービスや専門的な支援を組み合わせることが必要なケースにっいては、福祉事業

者や専門機関等との適切な連携を支援します。

【推進主体.こども課】

こども課】

「子育てサロン」などの活動への支援を行い

こども課】

自治会に対しては、社会福祉協議会と連携し

33



④地域課題を解決する仕組みの充実強化【推進主体.こども課】

0各字・自治会における小地域での課題解決の仕組み(第3層)と、町全体の課題解決の仕組み(第1

層)の充実と実践を進めるとともに、各字・自治会やその枠を超えて、個人レベルや団体レベル等で

の評題意識(困り感、ニーズ)を解決へと導いていくため、「地域福祉プラットフォーム」(第2層)

での地域課題解決システムの構築を検討・推進します。

■ 社会福宇止t窃三義会の目又の糸且み

①支え合い・助け合う地域づくり

ア)「地域づくり推進委員会」の設置推進

0自治会において住民自ら地域の福祉課題について話し合い、解決に向けた取り組みを進める「地

域づくり推進委員会」の字・自治会への設置を推進します。

イ)福祉協力員の確保・育成

0住民が主体的に地域福祉活動に参加し、民生委員・児童委員はじめ福祉関係者とともに、誰もが

安心して暮らし続けることのできる福祉のまちづくりに取り組むため、字・自治会ごとに福祉協

力員を委嘱し、その活動を支援します。

②小地域福祉ネットワークの組織化及び強化

■

ア)/1寸也域福祉ネットワーク活動への支援

0町内の字・自治会単位で組織化されている小地域福祉ネットワークの活動の支援を行い、「高断

者サロン」「子育てサロン」などのサロン活動の充実のほか、交流、訪問、生活支援活動などに

よる機能の強化を図ります。

イ)小地域福祉ネットワークの組織化推進

0小地域福祉ネットワークが組織化されていない字・自治会に対し、結成の支援を行います。

ウ)小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会の開催等

0小地域福祉ネットワークづくり推進地区連絡会や研修会の開催により、運営状況等の情報交換・

共有を図り、小地域における事業推進に寄与します。

③コミュニティソーシャルワーカーの機能強化

ア)コミュニティソーシャルワーカーの継続的配置・資質向上

0町内の各字・自治会への地域福祉の支援活動が十分に行っていけるよう、コミュニティソーシャ

ルワーカーを今後も継続して配置するように進めるほか、研修や実践による資質向上を図ります。

イ)個別支援、地域支援の実施による地域支援の強化

0住民一人ひとりの様々な困りごとに対応する「個別支援」及び小地域における福祉問題を住民主

体の組織とともに課題解決を図る「地域支援」の両面でのコミュニティソーシャルワーク昨日の

強化を推進します。
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ウ)生活支援コーディネーターとの連携

0介護保険の「介護予防・日常生活支援総合事業」により配置されている「生活支援コーディネー

ター」と連携し、各種関係機関・団体やインフォーマノレなサービスをつないだり、新たなサーヒ

スの創出を行うなど、高齢者を含めた住民全体の生活課題・地域課題に対応していくよう図りま

す。

④地域課題を解決する仕組みの充実強化

0各字・自治会における小地域での課題解決の仕組み(第3層)と、町全体の課題解決の仕組み(第1

層)の充実と実践を進めるとともに、各字・自治会やその枠を超えて、個人レベルや団体レベル等で

の課題意識(困り感、ニーズ)を解決へと導いていくため、「地域福祉プラットフォーム」(第2層)

での地塒課題解決システムの構築を検討・推進します。
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(3)地域のつながりの向上、強化

■ 町の目又の糸且み

①交流やつながりの機会づくり推進

ア)交流機会の提供【推進主体:生涯学習文化課、教育総務課、こども課】

0伝統文化継承活動、公民館学級講座、スポーツ大会、文化祭等イベントを開催し、地域の交流や

世代間交流、町民同士のふれあいの機会を提供します。

■

イ)友愛訪問や見守りネットワーク活動の支援(再掲)【推進主体:保健福祉課】

0友愛訪問や福祉協力員を中心に実施されている見守り活動への支援を行い、対象者の安否確認と

孤独感の解消及び地域とのつながり確保及び社会的孤立対策を図ります。

ウ)居場所づくりの推進【推進主体:保健福祉課、こども課】

0子ども、高齢者、障がい者のための居場所、集いの場の確保により、交流機会の確保や孤立の解

消を図ります。

【推進主体.生涯学習文化課、教育総務課、保健福祉課、こども課】

②住民主体の活動による交流の促進

ア)住民主体の活動の支援【推進主体:生涯学習文化課、教育総務課】

0地域住民が自ら行うスポーツ活動、サークル活動、文化活動等を通して、仲間づくりや交流の機

会が図られるよう自主的な活動を支援します。

イ)交流・活動場所の確保【推進主体:生涯学習文化課、教育総務課、こども課】

0地域交流の活性化に向けて、地域で気軽に集い、仲間づくりや交流ができる集いの場として、地

域の公民館や集会所、公共施設及びネ士会福祉施設等の既存施設をはじめ、地域の様々な資源の有

効活用を推進します。

③住民同士の"紳(つながり)"づくり(地域共生社会の実現)【推進主体.総務課、保健福祉課】

0地域における日頃からのつながりや、各種活動をとおした住民相互の関係性を形成するため、地域

で実施する各種交流事業や登校時のあいさつ運動、地域の見守り活動(一人暮らし高齢者や気にな

る世帯など)に支援・協力し、ともに支えあい・たすけあう地域づくりを進める上で、住民同士の"紳

(つながり)"ーづくりを図ります。

【推進主体:生涯学習文化課、教育総務課】
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■ ネ土会福ネ止↑窃三義会の取の糸且み

①地域活動の活性化支援

0字・自治会を基盤とした地域活動への参加をとおした住民の関係づくりの取組みがもっとも効果が

期待できることから、字・自治会や地域の各種団体(老人クラブ・青年会・ PTA ・女性会など)と

連携した地域活動活性化促進に努めます。

②居場所づくりの推進

0高齢者のミニディサービスや高齡者サロン、子育てサロンなど、身近な地域での居場所づくりを推

進し、交流機会の確保や孤立の解消を図ります。

③イ主民同士の'1割つながり)"づくり(地域共生社会の実現)

0地域における日頃からのつながりや各種活動をとおした住民相互の関係性を形成するため、地域で

実施する各種交流事業や登校時のあいさつ運動、地域の見守峨舌動(一人暮らし高齢者や気になる

世帯など)に支援・協力し、ともに支えあい・たすけあう地域づくりを進める上で、住民同士の"紳

(つながり)"ーづくりを図ります。

■
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④福祉意識の高揚

■ 町の目又の糸且み

①児童生徒への福祉教育の推進

ア)学校と地域住民等の連携による福祉教育の充実【推進主体.学校教育課、生涯学習文化課】

0次代を担う子ども達が福祉への理解を深め、自分にできる取り組みが探求できるよう、吽士協の

出前講座」や「学校応援隊はえばる」の活用等により、学校と地域住民等が連携して、福祉講話

や高齡者及び障がい者との交流、ボランティア体験学習等多様な活動を行い、ノーマライゼーシ

ヨンの理念の浸透を図るとともに、思いやりのある心、正義感など豊かな人間性を育むために福

祉教育を推進します。

■

イ)「福祉教育連絡会」の開催【推進主体:学校教育課】

0町と社協、学校等の福祉教育に関する連絡調整や共通認識を図り、目的・目標を定めた福祉教育

が実践されるよう、「福祉教育連絡会」を開催します。

【推進主体.学校教育課、生涯学習文化課】

ウ)「福祉教育実践報告会」の開催【推進主体.学校教育課】

0福祉教育の実践報告等により課題把握を行い、次回の開催に役立てていくように図ります。

エ)教職員への福祉教育の機会確保【推進主体.学校教育課】

0判交教職員についても福祉への理解と関心を高めることにより、福祉教育の充実が図られるよう、

保育所(園)や学校教育部門と社会福祉協議会との連携により、「町内学校教諭等福祉研修会」を

実施し、福祉教育や地域共生社会を啓発する機会を確保します。

②地域住民への福祉意識啓発の充実

ア)福祉意識の啓発広報活動【推進主体.こども課】

0共に生きる地域社会を形成していくために、社会福祉協議会、福祉施設、自治会、小地域福祉ネ

ツトワーク等関係機関・団体と連携し、福祉意識の啓発や福祉に関する情報捌共の充実を図りま

す。

イ)イベント機会等を活用した福祉意識啓発【推進主体:保健福祉課、こども課】

0地域のイベントにおいては、高齢者や障がい者、子育て世帯への理解が深まり、地域福祉への関

心が高まるよう、地域の福祉(福祉課題を含む)に関する情報発信、講話や講演会などを開催し、

啓発を図ります。

【推進主体.学校教育課、保健福祉課、こども課】

ウ)各種週間や月間の趣旨の周知啓発強化【推進主体.保健福祉課、こども課】

0 「00週間」や「00月間」といった高齢者、障がい者、児童等の福祉啓発期間においては、そ

れぞれの週間や月間の趣旨が住民に広く周知されるよう開催方法に工夫を凝らし、啓発の強化を

図ります。また、開催についての周知も充実を図ります。
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エ)福祉に関する「学びの場」の提供(再掲)【推進主体:こども課】

0地域住民の福祉に関する知識の向上により福祉意識の高揚を図るため、福祉に関する「学びの場」

を設け、「我が事・丸ごとの地域共生社会」の周知・啓発及び各種福祉情報の提供と意識啓発に

努めます。

■ ネ土会福ネ止↑窃三義会の取の糸且み

①児童生徒への福祉教育の推進

ア)福祉教育推進校の指定と福祉教育の推進

0子どもたちが地域社会の一員として、地域のつながりや共に生きる社会といった「地域福祉の大

切さ」を理解していくように、町内の全保育園、幼稚園、小中学校等を福祉教育推進校に指定し、

各学校や地域支援コーディネーター、学校支援地域本部事業等と連携を取りながら、出前講座や

福祉体験などの福祉教育を今後も実施していきます。

イ)「福祉教育連絡会」の開催

0町及び学校等とともに福祉教育に関する連絡調整や共通認識を図り、月的

育が実践されるよう、「福祉教育連絡会」を開催します。

■

ウ)福祉教育実践報告の充実

0 「福祉教育実践報告書」を発行し、実践報告等による取り組みの蓄積及ひ課足頁把握を行い、次回

の開催に役立てていくように図ります。

エ)福祉教育研究会の開催

0地域を基盤とした福祉教育を推進するために、福祉教育研究会で住民の実践にっながる福祉教育

の展開について研究していきます。

②イ主民の福祉意識の高揚

ア)福祉意識の啓発広報活動

0共に生きる地域社会を形成していくために、福祉意識の啓発や福祉に関する情報捌共の充実を図

ります。

0社協だより、地域福祉懇談会、福祉協力員連絡会、ミニデイサービス、高齢者サロン、子育てサ

ロン等を通した活動から福祉意識の高揚が図られるように、広報啓発を行います。

イ)地域共生社会についてあり方を検討する機会の確保

0 「我が事・丸ごとの地域共生社会」の実現に向けて、社会福祉への関心・理解を深め、地域のこ

とを「我が事」と受け止められるように、地域福祉懇談会等の住民同士が共に考える機会を確保

します。

目標を定めた福祉教
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⑤ボランティア活動の推進

■ 町の目又の糸且み

①ボランティアへの参加促進【推進主体.こども課】

0社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動やボランティアを必要とする地域の二ーズを、広報紙

等により地域に発信するととで、ボランティアに関する情報捌共の充実とともに、活動への参加促

進を図ります。

②ボランティアセンターの機能充実・支援【推進主体:こども課】

0社会福祉協議会と連携し、ボランティアの二ーズ把握や情報収集、ボランティアの養成・確保、コ

ーディネートの強化等によるボランティアセンターの機能充実を図ります。

■

③ボランティア活動の活性化【推進主体.こども課、生涯学習文化課】

ア)「学校支援ボランティア」の参加推進【推進主体:生涯学習文化課】

0地域住民が町内の小中学校で、趣味や特技を活かして学校の教育活動に参加する「学校支援ボラ

ンティア」への参加を推進し、ボランティア活動の活性化を図ります。
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■ ネ土会福祉↑窃三義会の取の糸且み

①ボランティア活動の情報発信

0各種ボランティア団体と連携し、町内で行われているボランティア活動の情報発信により、ボラン

ティア活動の周知や参加促進を図ります。

②ボランティア同士の交流、仲間づくりの推進

0ボランティア同士が交流する機会づくりを行い、交流によるボランティアへの意欲向上、情報共有、

活動の活性化を図ります。

0ボランティアに関心のある方、実際にボランティアに参加されている方の情報提供・交流の場とし

て「ボランティアプラットフォーム」の開催に努めます。

③ボランティアセンターの機能強化

0ボランティア活動の推進を図るため、ボランティア活動への参加促進、活動状況の広報、ボランテ

イアコーディネーターの資質向上等によるコーディネートの強化など、ボランティアセンターの機

能強化を図ります。

0 「ボランティアセンター運営委員会」において、ボランティア活動等の事業企画や運営を行い、ポ

ランティアの活性化を図ります。

■

④ボランティアの養成、人材の確保

ア)ボランティア養成講座の開催

0社会福祉協議会が実施している手話や音訳等の各種ボランティア養成講座を実施し、ボランティ

アの育成及ひ確保に努めます。

イ)10代のボランティア研修会

0中高生がボランティア活動に関わることで、福祉について学び、理解を深める機会である「10代

のボランティア研修会」を、今後も継続して開催します。

⑤ボランティア団体と企業、 NP0との連携

0地域福祉推進に関わる福祉・ボランティア団体や企業・ NP0等も増加し、活発に活動が展開され

ており、これらの団体と協働して福祉のまちづくりに取り組むとともに、ボランティアプラットフ

オームをとおしてネットワークの構築に取り組みます。
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①相談支援の充実

自分らしく自立して暮らせるまちづくり

■ 町の目又の糸且み

①相談支援の充実

ア)窓口対応力の充実【推進主体.こども課、保健福祉課】

0相談に訪れた住民を適切な相談先につなぐため、職員間(課内・他課)の情報共有を徹底するとと

もに、社協やNPO、ボランティア活動等も含めたインフォーマルなサービス等も紹介するなど、

窓口対応力の充実を図ります。

■

【推進主体.こども課、保健福祉課】

イ)相談担当者の資質向上【推進主体.こども課、保健福祉課】

0質の高い相談支援が受けられるよう、研修等により相談担当者の相談援助の知識や技術の向上を

図ります。

ウ)電話やメール等による相談の実施【推進主体.こども課、保健福祉課】

0地域で相談しづらいと考える住民については、電話やメールなどによる相談を受けるほか、適切

な方法により相談につながる仕組みづくりに取り組みます。

エ)訪問相談の実施【推進主体.こども課、保健福祉課】

0相談に訪れることが困難な人に対応するため、訪問による相談支援を推進します。

②包括的な相談支援体制の構築

ア)包括的な相談の場(窓口)の推進【推進主体:こども課、保健福祉課】

0住民からの相談を、高齢者福祉や障がい者福祉等といった分野を超えて包括的に受け止める場

(窓口)の整備ついて、町の既存福祉資源や地域の実情等を考慮しながら、適切な担い手について

協議を行います。

イ)支援を必要とする住民を相談につなぐ体制づくり推進【推進主体:こども課、保健福祉課】

0民生委員・児童委員、コミュニティソーシャノレワーカー、生活支援コ」ディネーター等の地域関

係者や関係機関等と連携し、相談に来られない方や自ら支援を求めることができない方に関する

情報を、包括的な相談の場につなぐ体制づくりを推進します。

0把握した地域生活課題のうち、包括的な相談の場のみでは解決が難しく、専門的・包括的な支援

が必要な場合の支援を図るため、関係機関・専門機関と連携した支援を行います。

【推進主体.こども課、保健福祉課】

ウ)多機関の協働による包括的な相談支援体制【推進主体.こども課、保健福祉課】

0地域における高齢や障害、子育て支援、生活困窮者支援等の各種相談機関では対応しがたい複合

的で複雑な課題や制度の狭間にある課題等に対応するため、多機関が協働して包括的に受け止め

る相談支援体制を推進します。
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Ξ三



③相談窓口の周知と利用促進【推進主体.こども課、保健福祉課】

0民生委員・児童委員、社会福祉協議会、子育て支援センター、各保育所(園)、地域包括支援センタ

、障がい者相談支援事業者、児童家庭相談員など地域の各種相談窓口にっいて、町の広綴紙やホ

ームページ等で継続的に発信し、周知徹底を図ります。また、相談することの大切さや相談内容の

守秘義務についても、あらゆる手段・機会を通して発信します。

43

■ ネ土会福宇止t窃三義会の取の糸且み

①福祉総合相談事業の推進

ア)福祉総合相談室の充実

0住民の日常生活上の心配ごとに対し、相談・支援を行うふれあい福祉相談室(一般相談、専門キ齢知

を継続実施し、住民の生活の安定に向け支援を図ります。また、行政や関係機関と連携を図り、

より解決力の高い相談室を目指します。

イ)福祉総合相談室の周知広報

0必要とする住民に周知されるよう随時広報に努めます。

②地域課題の把握とアウトリーチによる相談支援の充実・強化

■

ア)地域活動における相談支援の充実・強化

0支えあうまちづくり事業、在宅介護支援センター事業等をとおして積極的に地域に出向き、福祉

課題の把握に努め、問題解決に向け公的サービス、インフォーマルサービスを効果的にっなげ地

域で安心して暮らせるよう支援体制を強化します。

イ)コミュニティソーシャルワーカーの活動における相談支援の充実・強化

0コミュニティソーシャルワーカーによる地域活動での地域課題把握と課題への対応を強化する

ため、コミュニティソーシャルワーカーの活動強化と現体制の維持を図ります。

ウ)民生委員・児童委員と連携した地域相談支援の充実

0身近な地域の相談役である民生委員・児童委員と連携し、相談支援の充実を図ります。

③包括的な相談支援体制づくり1こ向けた関係機関の連携強化

0地域住民の困り事等に対して包括的な相談支援をしていくよう、日頃から関係機関との連携を密に

図ります。さらに、相談機関連絡会をとおして関係機関等の相談・支援ネットワークの強化を図り

ます。

④住民相互支援体制の充実

0社会福祉協議会の「まちづくりサポートセンター」と町の「南風原人材サポートセンター」は、いずれ

も支援を受けたい人と支援を行いたい人を結びつける機能であることから、両センターの情報をデ

ータベース化して共有し、マッチングをよりスムーズに行うとともに、会員同士の交流による意欲

の向上を図ります。



②情報提供の充実

■ 町の目又の糸且み

①情報提供の充実

ア)既存の情報提供の充実【推進主体.こども課、保健福祉課、総務課】

0保健・福祉・医療に関する公的サービスや制度とともに、社会福祉協議会が捌共するサービスや

活動及び住民参加の福祉活動、ボランティア活動等について、町の広報紙やホームページ、チラ

シ、パンフレット、マス=ミの活用等によりわかりやすい情報捌共の充実に取り組みます。

■

【推進主体.こども課、保健福祉課、総務課】

イ)新たな情報提供手段の検討【推進主体.こども課、保健福祉課、総務課】

0既存の情報提供手段以外の発信方法について検討を行い、より多くの住民が容易に情報を入手で

きるように図ります。

②関係機関・団体や地域への情報発信

ア)関係機関・団体等への行政情報の発信【推進主体:こども課、保健福祉課】

0保健福祉サービスや制度等について、関係機関や関係団休への情報発信・共有を積極的に行い、

様々なところから各種情報が得られたり、相談やコーディネート機能を発揮しやすいように図り、

包括的な対応に寄与します。

イ)出前講座の実施【推進主体:企画財政課】

0地域の組織や団体等の要請に基づき、サービスや制度について周知を図るための場や機会をる倒呆

します。

③相談窓口間の連携【推進主体.こども課、保健福祉課】

0地域の保健・福祉・医療等に関わる情報の入手について、地域のどの相談窓口に問い合わせても必

要な情報が得られるよう、相談窓口間のネットワークを密にし、個人情報の保護に配慮した上で、

相互に連携・協力した情報提供に取り組みます。

【推進主体.こども課、保健福祉課、企画財政課】

④t青報のバリアフリー化の推進

ア)ホームページの利用しやすさの向上【推進主体:総務課】

0町のホームページについては、今後も文字の大きさや背景色の変更、音声による情報提供など、

誰もが情報を入手しやすいものとし、更なる利便性の向上に取り組みます。

0情報の受け手の特性に合わせた情報のバリアフリーに取り組みます。

イ)声の広報の充実【推進主体.保健福祉課】

0文字による情報の入乎が困難な方については、広報紙等の内容を音声で提供する「声の広報発行

事業」を今後も推進します。

【推進主体:総務課、保健福祉課】
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⑤広報紙配布率の向上【推進主体.総務課】

0自治会等と連携し、町及び社会福祉協議会の広報紙の世帯への配布率の向上を図ります。

■ ネ土会福ネ止t窃三義会の目又の糸且み

d)t青報提供の充実

0福祉への理解と関心をより深めてもらうため、広報紙「ちむぐくる」の発行やホームページ等を含

めた多様な媒体を活用した、情報提供の充実に取り組みます。

■
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③保健福祉サービスの向上

■ 町の取の糸且み

①各種保健福祉サービスの充実【推進主体.こども課、保健福祉課、国保年金課】

0高齢者、障がい者、子育て支援、健康・予防活動等といった各種保健福祉サービスについて、本町

の実情を勘案して各種法制度に基づく必要なサービスの量的整備を進めます。また、必要に応じて

町独自のサービスの創出に取り組みます。

②インフォーマルサービスへの支援【推進主体.保健福祉課】

0介護保険の生活支援体制整備事業による住民参加型サービスの創出など、インフォーマルサービス

について、地域の実情を踏まえた上で必要な支援を行います。

0地域のインフォーマルサービスとの情報交換や連携を図り、包括的なサービス提供を進めます。

■

③包括的なサービス提供の体制構築

ア)介護保険制度における「地域包括ケアシステム」の深化・推進【推進主体:保健福祉課】

0介護保険において構築が掲げられている「介護」「介護予防」「医療」「住まい」「生活支援」

の5つの分野を包括的につなぎ切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図り

ます。

イ)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築【推進主体:保健福祉課】

0精神障がい者も含めた障がい者が地域の一員として安心して自分らしく暮らしていけるよう、

「キ脈炎」耶章害福祉」「医療」「生活支援」「住まい」「社会参加(就労)」「地域助け合い」を

包括的に提供できる体制を整備する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を図

ります。

【推進主体:こども課、保健福祉課】

ウ)子どもや子育て家庭等を包括的に支援する体制の構築【推進主体.こども課、保健福祉課、学校教育課】

0妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を包括的に捌共するとともに、児童虐待の

早期発見や防止対策の強化を図る休制(「子ども家庭総合支援拠点」及び「母子健康包括支援セン

ター等」)の構築を図ります。

0子どもの成長・発達・人間形成・小学校への接続等について、保・幼・小等が連携し、乳幼児期

から学童期までを総合的な視点で捉えて研究するため、保育士、幼稚園教諭、小学校教職員の交

流機会の確保、相互理解の推進を図ります。
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④利用手続きの簡素化・わかりゃすさの推進【推進主体.こども課、保健福祉課】

0サービスや制度の利用申請等について、利用者がわかりやすく迅速に行えるように、利用手続きの

簡素化など配慮に努めます。

⑤サービスの質の向上

ア)サービス従事者の資質向上【推進主体:保健福祉課、こども課】

0福祉サービス利用者の人格が尊重され、利用者本位の質の高いサービスが提供されるよう、サー

ビス従事者の専問的な知識や技術を高めていくとともに、人権に対する感性を磨くための勉強会

や研修等への参加促進を働きかけます。

イ)苦情解決体制の充実【推進主体.保健福祉課、こども課】

0福祉サービス事業者に対し、サービス利用者の満足感を高めることや利用者の権利を守るために、

サービス利用者のサービスへの不満や疑問に対し、適切に対応できる体制(苦卜静早決体制)が整備

されている力雅認し、彪、要に応じて体制整備に向けた取り組みを指導します。

0サービス事業者がサービス利用者の不満や疑問を解決するための制度や仕組みにっいて地域へ

の周知を図り、利用者及びその家族等が相談しやすい環境となるよう指導します。

【推進主体.こども課、保健福祉課】

ウ)サービスの評価の充実【推進主体:保健福祉課、こども課】

0サービス事業者が自らのサービスの質の確保と向上に向けた、自己評価の取り組みが実施される

よう、必要な指導を行います。また、必要に応じて第三者評価の有効性を啓発していきます。

47



■ ネ土会福止t泰三義会の取の糸且み

①包括的な高齢者福祉サービスの提供

ア)高齢者の在宅生活を支える福祉サービスの充実

0高齢者のための在宅福祉サービス事業を引き続き実施し、

ることで地域包括ケアシステムの構築に寄与します。

イ)包括的なサービス提供の推進

0社協各部門及び行政、関係機関と連携し、支援を必要とする方への包括的できめ細かなサービス

提供を目指します。

②福祉サービスの質の向上

匪

ア)利用者満足度の把握

0社協が提供する福祉サービスについて、利用者の満足度を把握するためのアンケートを実施し、

利用者の視点に立った効果的・効率的事業運営に努めます。

イ)研修等による資質向上

0各種サービスに従事する職員の資質向上のため、研修会への参加等による人材育成の取組みを推

進します。

ウ)苦情解決体制の充実

0社協が提供する福祉サービスに関する苦情について、適切な対応を行うため体制を整えるととも

に、苦情申し立てがしやすくなるよう、事業の趣旨や仕組みを広報誌等で周知するなど、環境づ

くりに努めます。

「介護予防」や「生活支援」を提供す

③介護保険事業及び障害福祉サービスの充実

0社協が提供する介護保険事業及び障害福祉サービス事業を継続して実施するとともに、他の在宅福

祉サービスとの連携強化による効果的な事業展開を図ります。

④インフォーマルサービスへの支援

0住民参加による地域福祉活動、ボランティア団体、 NP0等民間が提供するインフォーマルサーヒ

スについて、地域の実情を踏まえたうえで彪、要な支援を行います。

0地域のインフォーマルサービスとの情報共有や連携を図り、地域の包括的なサービス提供を進めま

す。
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④生活困窮世帯支援・孤立対策等の推進

■ 田Jの目又の糸且み

①生活保護制度の適正実施【推進主体.こども課】

0生活困窮世帯への経済的な支援を行い、生活の安定を図るために、県と連携した生活保護制度の適

正な運用を推進します。

0生活保護受給者の自立に向け、県のケースワーカーとの連携のもとで必要な相談支援を行います。

②{氏所得者への支援の推進【推進主体.こども課、保健福祉課、教育総務課、国保年金課】

0低所得世帯に対し保健・福祉・医療等のサービス利用及び教育・保育機会の確保が図られるよう、

各種制度に基づく利用者負担の軽減や減免について周知を図り、安心して適正に利用できるよう支

援します。また、生活安定のための福祉資金の貸付についても周知を図ります。

■

③生活困窮世帯への自立支援の推進【推進主体.こども課】

0生活困窮世帯の自立支援を図るため、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援や就労準備支援

などについて、パーソナノレサポートセンター南部と連携を取りながら進めまt。

④子どもの孤立(貧困)対策の推進

ア)「子ども元気ROOM」の充実【推進主体:こども課】

0貧困の連鎖を防止するため、「子ども元気ROOM」を設置し、子どもの生活支援や学習支援、

孤立対策を図ると共に、親の支援も行い、自立へとつなげていきます。

0元気ROOMの支援員である「子ども元気支援員」の資質向上を図るため、研修参加や支援員同

士及び他市町村との情報共有などに努めます。

0保育士や助産師と連携しながら、「家庭訪閻型子育て支援事業」を展開し、専門的な助言・指導

による産前産後からの切れ目ない支援を図ります。

イ)児童館を活用した居場所づくり【推進主体:こども課】

0町内の4つの児童館を活用し、関係機関やボランティア等と連携しながら、子どもの孤立対策を

図ります。

0既存の人的ネットワーク(人材)も活用した連携により、保護者の学び支援や気軽な相談等の機会

を提供するなど、保護者への支援策を推進します。

【推進主体:こども課、教育総務課】

ウ)「家庭訪問型子育て支援事業」の実施検討【推進主体:こども課】

0孤立しがちな子育て家庭に寄り添い、子育ての負担感や孤独感を解消tるため、「訪問型子育て

支援事業」の実施を検討し、育児不安に対する「傾聴」や、保護者とボランティアが一緒に育児

を行う「協働」といった支援展開を目指します。

エ)就学支援認定者への学習支援の推進【推進主体:教育総務課、こども課】

0貧困の連鎖を防止するために、県や関係課との連携により、就学支援認定者(準要保護児童)への

学習支援を行います。
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⑤自殺予防対策の推進【推進主体:保健福祉課、企画財政課】

0自殺の背景には、精神保健上の問題だけではなく、生活困窮、過労、育児疲れ、いじめ、孤立など

の様々な社会的要因があることが知られています。本町の実情に合わせた噛殺対策計画」を策定

し、関係機関が連携して「誰も自殺に追い込まれることのない町の実現」を目指します。

0自殺予防に関するポスター掲示等による啓発を行うほか、相談窓口の周知を行います。

■ ネ土会福ネ止窃三義会の目又の糸且み

①イ氏所得世帯に対する支援

0経済不況が続く中、失業、疾病、低収入等生活不安を抱える世帯は増加しており、要援護世帯の生

活を支えるセーフティネットとしての貸付事業を実施、相談から貸付まで迅速に対応し安心して日

常生活を維持・改善できるよう支援します。

0町内の低所得世帯の方が、あたたかい気持で新年を迎えることができるよう、住民に募金を呼びか

け、区長・自治会長、民生委員・児童委員の協力を得て対象世帯に激励金を支給します。

②生活困窮者の自立支援の推進

0生活困窮世帯は複雑な課題を抱えている場合が多く、個人の事情・状況を受け止め、求人情報の提

供や職業訓練の情報提供等の就労支援や家計管理の支援、他継続的・総合的に相談対応し、生活の

更生に向けた支援に努めます。

■

③子ども等貧困対策支援事業の推進

0子どもへの支援をとおしてその世帯が抱える問題の解決を図るため、引き続き子ども等貧困対策支

援事業を実施し、課題を抱える世帯を地域で見守り、支援する体制の充実強化を図ります。
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⑤権利擁護の充実

臣 町の目又の糸且み

①権利擁護のための制度等の利用支援

ア)成年後見制度の周知・広報、利用促進【推進主体.保健福祉課】

0認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分ではない人の権利を守るために、

財産管理や身上監董を本人に代わって行う成年後見制度について周知を図り、必要に応じて利用

を促します。

■

イ)成年後見制度利用支援事業【推進主体.保健福祉課】

0成年後見制度の利用において、申立て人がいない場合や成年後見人等への報酬費の支払いが困難

な場合等においては、「成年後見制度利用支援事業」による利用支援を行います。

ウ)日常生活自立支援事業、金銭管理支援事業等の周知広報【推進主体

0社会福祉協議会が窓口となって提供される旧常生活自立支援事業」、

について連携をとり情報捌共を行います。

【推進主体イ呆健福祉課】

②権利擁護に係る体制・ネットワークづくり推進【推進主体.保健福祉課】

0成年後見制度等の利用や権利擁護に関するネットワークを構築するための中核機関の設置・運営に

ついて検討し進めていきます。中核機関の設置については、既存の会議体の活用も含めて検討しま

す。

0権利擁護や財産管理等についての相談・金銭管理支援・成年後見などを行う「権利擁護センター」

の設置を検討し進めていきます。

③「地域共生社会」についての啓発、広報の推進【推進主体.保健福祉課】

0障がい者や認知症に対する理解、障がい者の差男噛輯肖、合理的配慮などの啓発広報に努め、すべて

の人が地域において支え合いながら共に生きる「共生社会」の啓発を行います。

0庁内においても共生社会の視点を各課職員に周知、研修等を行い、意識向上を図ります。

④虐待等防止対策の推進

ア)虐待やDV等の防止及び早期発見・早期対応に関する地域への啓発広報唯進主体:保健福祉課、こど

も課、企画財政課】

0高齡者、障がい者、児童への虐待及びDVの早期発見・早期対応を図るために、住民への虐待に

関する知識の普及啓発を図るとともに、虐待等に関する相談窓口や通告義務にっいて周知を図り

ます。

保健福祉課】

珀常的金銭管理支援事業」

【推進主体.保健福祉課、こども課、企画財政課】

イ)南風原町要保護児童等対策推進協議会による対応充実【推進主体.保幽餅爆、こども課、企酢巾懸】

@被虐待者及びDV被害者の保護並びに養護者等への適切な支援等について、迅速かっ的確に対応

していけるよう、「南風原町要保護児童等対策地域協議会」において警察や学校、福祉保健所、

児童相談所、福祉施設及びその他関係機関等との密接な連携を図り、組織的に対応していきます。
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ウ)「子ども家庭総合支援拠点」による子どもの虐待対策の強化【推進主体.こども課】

0子どもやその保護者に寄り添って継続的に支援し、虐待防止を図るため、子どもとその家庭及び

妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたよ

り専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う機能

を担う「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。

匝 ネ土会福ネ止協三義会の取の糸且み

①金銭管理等日常生活の支援

0判断能力が低下した住民や日常生活に不安を抱えている方等が安心して在宅生活が継続できるよ

う珀常的金銭管理支援事業」等による支援を行います。

②日常生活自立支援事業の実施

0認知症や知的障害等で判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・重

要書類等の預かり・保管などの支援を行い、権利擁護を図る珀常生活自立支援事業」について、

事業の周知広報及び実施体制の充実を図ります。

③法人成年後見の実施検討

0判断能力が不自由になったときに、法律面や生活面で支援する成年後見制度について、法人として

の成年後見の実施を検討します。

■

④地域共生社会についての啓発・広報の推進

0障がい者や認知症に対する理解、障がい者の差月吹戦肖、合理的配慮、インクルーシブ教育などの啓

発広報に努め、すべての人が地域において支え合いながら共に生きる「共生社会」の啓発を行いま

す。
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①地域における防犯対策の推進

安全・安心な人にやさしいまちづくり

■ 町の目又の糸且み

①防犯に関する情報提供・地域防犯の啓発【推進主体.総務課、学校教育課】

0関係機関と連携し、犯罪や消費者被害、詐欺被害に関する情報を把握し、被害防止の方法を含めた

地域への情報捌共を行います。

0消費者被害、詐欺被害に関しては相談窓口の周知を図るとともに、弊察や県民生活センター等の関

係機関と連携した必要な支援を行います。

0子どもを犯罪から守るために、警察と学校、家庭、地域が連携して、幼児・児童・生徒が犯罪を回

避できる能力を身につけるための教育・指導の充実に取り組みます。

0学校安全マップを作成し、子どもたちへの危険箇所の周知を図ります。

0防犯意識の普及啓発に努め、地域の一人ひとりが防犯の意識を持ち、地域のつながりによる安全・

安心なまちイづくりを目指します。

■

②防犯パトロール等の充実【推進主体.学校教育課、総務課】

0老人クラブをはじめ、地域や関係団体等による、通園・通学路、子どもの居場所となる公園などの

パトローノレ活動を支援します。

0青少年が事件・事故に巻き込まれないよう、地域や関係機関が連携した夜間パトロールを実施しま

す。

0青少年の健全な成長を阻害するおそれのある有害図書や有害サイトなどの社会環境から、青少年を

保護する取り組みを進めます。

③高齢者や障がい者が遭う危険性の高い犯罪への対策【推進主体.保健福祉課】

0振り込め詐欺や架空請求など、高齢者や障がい者が犯罪に巻きこまれることがないよう、関係団体、

サービス事業者等による犯罪回避のための指導・啓発を促します。

0高齢者、障がい者について、・一人暮らしや日中一人になることが多い世帯については、必要に応じ

て近隣住民や民生委員等による、防犯のための様子の確認や注意を促していけるよう呼びかけます。

④防犯灯の整備推進【推進主体.まちづくり振興課】

0夜間における犯罪を抑制するため、自治会と連携した住宅地の防犯灯の整備を進めます。

⑤通報システムの普及推進【推進主体.保健福祉課】

0耳や言葉が不自由な方への事件・事故に関する通報について、警察と連携し、「FAXⅡ0番」や「メ

ールⅡ0番」といった通報システムの周知と活用の普及を図ります。
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■ ネ土会福ネ止t窃三義会の取の糸且み

a)子どもを守るネットワークづくり

0南風原町老人クラブ連合会等による子どもの登下校時を見守るパトロール活動と連携を密にする

とともに、支援をとおして子どもを見守るネットワークづくりを推進します。

②消費者被害への対応の充実

0社会福祉協議会が実施する在宅介護支援センター事業やコミュニティソーシャルワーカーの活動

をとおして、悪徳商法や「オレオレ詐欺」等についての住民への注意喚起を行うとともに「ふれあい

福祉相談事業」や消費者相談等との連携を密にし、問題解決に取り組みます。

0相談員の専門的知識を深めるための研修等の実施・研修参加などにより、消費者被害に関する対応

力の強化を図ります。

■
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②地域における防災対策の推進

■ 町の目又の糸且み

①防災意識の普及啓発【推進主体.総務課】

0災害を防止し、または災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐために、ハザードマップ、防

災・減災お役立てマップ帳等を活用した住民への防災知識の普及啓発を進めます。

0転入手続きの際に、転入者へのハザードマップや、防災・減災お役立てマップ帳の配布を行います。

0大規模災害の際には、公助による防災・減災対策とともに、地域コミュニティ等における共助が災

害対策に重要な役割を果たすため、地域共助による防災対策について啓発を行います。

■

②自主防災組織の結成や強化の推進【推進主体.総務課】

0地域の防災組織である「自主防災組織」の結成を促進するとともに、自主防災組織の強化のため、

人材育成や食糧備蓄の充実を支援します。

③避難行動要支援者の支援体制の構築【推進主体:保健福祉課、総務課】

0町の「避萸鵆テ動要支援者避難支援計画」に基づき、災害時に一人では避難するととが困難な障がい

者や高齡者等の避難行動要支援者の把握を行い、名緯登録を進めます。

0避難行動要支援者一人ひとりの避難方法や避難経路、避難支援する者等にっいて具体的な方法を示

した「個別支援計画」の作成を進めます。

0警察や消防及び地域の関係機関・関係団体が避難行動要支援者の情報を共有するとともに、地域と

の連携を図り、避難行動要支援者の安否確認や避難誘導体制の構築並びに避難場所での健康管理、

その他必要な救護・救済の体制を構築します。

④緊急情報伝達手段の充実【推進主体.総務課】

0誰もが災害に関する情報を速やかに入手できるよう、個人の特性にも配慮した無線やFAX、パソ

コン、携帯電話等多様な情報伝達手段の充実に取り組みます。

⑤福祉避難所の確保【推進主体.総務課、保健福祉課、こども課】

0支援を必要とする高櫛者や障がい者、子育て家庭等の災害時の避難場所を確保するため、町内の福

祉施設や医療機関等との連携により、福ネ止避難所の確保を図ります。
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匿 社会福ネ止t窃三義会の取の糸且み

①災害ボランティアセンター機能の充実

0社協が設置・運営する「災害ボランティアセンター」の機能充実を図り、大規模災害が発生した際、

災害ボランティアを各地域二ーズに対応したボランティア活動につなぐ総合調整を行います。

②実践的な防災訓練の実施

0日頃から行政、字・自治会、関係機関と連携し、実践的な防災訓練を実施し社協の果たす役割を確

認していきます。

③災害時対応マニュアルの充実

0防災訓練での実践や全国の災害時対応事例等の踏まえながら、必要に応じて「社協災害時対応マニ

ユアノレ」の修正を行います。

■

④日頃からの見守りネットワーク体制づくりの推進

0災害時に特に配慮が必要となる方(高齡者、障がい者、乳幼児、妊産婦等)について、日頃から行政、

字・自治会、関係機関等と連携を図り、見守りネットワーク体制づくりを推進します。

⑤避難行動要支援者の把握と個別計画作成の支援

0町で把握している避難行動要支援者の情報を共有し、各避難行動要支援者が避難するための「個別

計画」の作成支援を行います。
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③移動・交通環境の充実

■ 町の取の糸且み

①移動支援の推進【推進主体.保健福祉課】

0高齢者外出支援サービス事業、障がい者の移動支援事業細常生活支援、社会参加支援のためのへル

パー派遣)を引続き推進するとともに、新たな二ーズ把握に努め、ニーズに基づいた事業を検討しま

す。

②地域共助による移動手段の確保【推進主体.保健福祉課、こども課】

0交通弱者(年少者、要介護者、一部の高齢者や障がい者、低所得者等)の移動手段を確保し、社会参

加の機会増を図るため、地域住民の支え合いによる移動支援について検討します。

■

■ ネ土会福ネ止協三義会の目又の糸且み

①高齢者外出支援サービス事業の充実

(高齢者外出支援サービス事業)

0行政と連携を密にし、高齢者外出支援サービス事業を引き続き実施し、車いす利用者の通院移動の

支援を行います。また、より多くの高齡者の社会参加機会づく1クに寄与するため、利用要件の緩和

について検討します。

0一般高齢者介護予防通所事業(ミニディサービス)及び高齢者サロン参加促進のため、参加に送迎が

必要な方の支援を行います。

②地域共助による移動手段の確保

0地域住民の支え合いによる移動手段の確保を検言村、るため、地域二ーズの把握と二ーズに基づいた

事業展開を図ります。

■
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計画推進の視点

(1)地域住民等の参加による地域の福祉力向上の視点

福祉は限られた人に必要とされるものではなく、加齢や心身の状態の変化、生活環境の変化

などで誰でも支援を必要とする立場になる可能性があります。地域住民一人ひとりが、隣近所

のことを「我が事」と受け止め、支え合いの輪が広がっていく「小さな福祉の力」が、身近な地

域には必要となっています。

地域のつながり・支え合いによる、安心できる住みよい地域を築いていくために、地域住民

のほか、自治会や各種団体、ボランティア団体、 NPO、サービス事業者、町内企業、町内社会

福祉法人を含めた「地域住民等」が参加し、連携・協力するなど、地域の福祉力向上の視点を

重視します。

六.゛戸^

弟4早 計画の推進のために

(2)人権尊重と「共生社会」~共に生きる地域づくりの視点~

地域生活においては、「一人ひとりの人権を最大限尊重する」ことが大切であり、年櫛の違い

や障がいの有無、生活困窮などに関わらず、共に生きる「共生社会の実現」の視点を重視しま

す。また、人権問題をはじめ、虐待やDVなどの権利侵害に対して、権利を擁護する取り組み

を推進するとともに、子どもの頃からの福祉教育を推進するなど、人権尊重の視点を重視しま

す。

(3)包括的な支援と利用者本位のサービス提供の視点

法制度や保健福祉サービスが多岐にわたり、複雑化する中で、支援を必要とする人の状況も

多様化しています。さらに、世帯の中にいくつもの困りごとを抱えている場合もあり、相談や

支援を包括的に行う必要性が増えてきています。

相談機関やサービス捌共者等のネットワーク化を促進し、包括的支援の視点を重視するとと

もに、「自己決定により自らの人生を切り拓き自己実現を図っていく」という利用者の持ってぃ

る力を引き出す援助(エンパワーメント)を重視するなど、利用者本位のサービス提供の視点も

重視します。
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計画の普及・啓発

地域福祉の推進は行政と地域が協働して進めるものであることから、地域に対し、地域福祉への理

解を深め、参画する機運を高めていくために、本計画書をホームページで公開します。また、計画の

概要版を作成し、全世帯に配布するほか、様々な機会を通して、地域福祉推進の趣旨や本計画の方向

性、取り組みについて周知を図り、理解と参画を促していきます。

協働による計画の推進

本計画を推進していくにあたっては、地域住民をはじめ、地域の関係機関・団体、サービス事業者

等が地域福祉を担う主体として互いに連携し、それぞれの役割を果たしながら、協働して計画の推

進を図ることが重要となります。

(1)行政の役割

行政は、地域の福祉の向上を目指して、本町の福祉施策を総合的に推進していく役割を担って

います。そのため、公的サービスの充実を図るとともに、地域福祉推進の方向性を明らかにし、地

域住民や地域の関係機関・団体、サービス提供事業者等地域の様々な主体と相互に連携・協力を図

りながら、地域の福祉力を高めていきます。とりわけ、社会福祉協議会については、地域福祉推進

の中核となる民間組織であることから、より密接な連携と事業・活動への必要な支援を行います。

また、保健・医療・福祉分野と教育、交通等の生活関連分野との連携を図るために、庁内連携体制

を強化していきます。

(2)社会福祉協議会の役割

社会福祉協議会は、自ら福祉サービスを提供する活動にも取り組んでいますが、地域福祉推進

の中核となる存在として、地域の福祉二ーズの把握と住民福祉活動の推進を担うほか、関係団体、

サービス事業者、行政等地域の様々な主体をつなぐコーディネート役としての機能、地域の社会

資源の発掘と活用、福祉活動の企画・実施等の役割を担います。

(3)住民の役割

住民は、地域福祉に対する意識を高め、地域社会を担う一員であることの自覚を持つことが大

切です。そのため、あいさつや声かけなどで互いに顔の見える関係づくりを心がけ、地域で困って

いる人を気にかけるとともに、自治会への加入や地域活動、地域福祉活動への参加など、主体的に

地域福祉の推進に参画する役割を担います。
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(4)関係団体等の役割

自治会、老人クラブ、子ども会、青年会、女陛会等の地域組織並びに町内の福祉関係団体、 NP

0、一般事業所等の様々な主体は、それぞれの特徴を活かしながら地域福祉に貢献する活動を推

進する役割を担います。特に、公的支援のみでは対応が難しい福祉課題にっいては、各団体間の連

携及び町や関係機関等との連携を意識し、協働して課題解決に取り組みます。

(5)福祉サービス事業者の役割

福祉サービス事業者は、利用者の自立支援、サービスの質のる倒呆、事業内容やサービス内容の情

報提供・公開などを進めるとともに、施設の開放、関係機関・団体及び住民福祉活動との連携を図

るなど、積極的に地域福祉の推進に参画する役割を担います。

' 計画の進行管理

(1)事務局評価の実施

本計画の評価・進行管理を行うために、本計画の取り組むべき施策・事業の進捗状況や成果等を

把握し、事務局評価伯己評イ詞を行います。

(2)計画の進行管理・評価への住民参加

本計画の策定や推進においては、住民参加が大前提となっており、計画の評価においても、住民

参加を図る必要があります。そのため、住民ワークシ"ツプの開催や地域福祉懇談会の活用など

を通して、計画の進捗状況や成果等に対する住民の意見・提言を伺い、とりまとめていきます。

(3)地域福祉推進計画評価委員会による評価(第三者評価)

事務局評価と住民の意見・提言を踏まえた上で、総合的に計画の進行管理と評価を行うために、

「地域福祉推進計画評価委員会」による毎年度点検・評価を行います。
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【資料編】

あ行

アウトリーチ

援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対して、積極的に働き

かけて支援の実現をめざすこと。訪問支援。

インクルーシブ教育

障害のある子どもを含むすべての子どもが共に学ぶ仕組み。

インフォーマルサービス

用語の解説

家族、近隣、ボランティアなどによる制度化されていない支援のことをいう。

カ、イテ

基幹相談センター

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の相談支援に関する業務を総合的に行うこ

とにより、現在の相談支援体制の強化を図ることを目的としている。

具体的な役割としては、総合的な相談や専門的な相談支援を行うほか、支援困難なケース

への対応、地域の相談支援事業所間の調整、障がい者に対する虐待防止や権利擁護、地域移

行・地域定着に関して、入所施設や精神科医療機関への働きかけ、地域の受け入れ体制の整

備に係るコーディネートなどがある。

権利擁護

疾病や障がいのため、自らの権利や介護、援助の二ーズを表明することが困難な人に代わ

つて、その権利や二ーズ表明を行うこと。また、弱い立場にある方の人権侵害(虐待や財産侵

害など)を防ぐこと。

合理的配慮

障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くため

に、状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助

け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべき

ものをいう。

子育てサロン

地域の公民館、集会所などを活動拠点として、子育て中の親子同士が身近な地域で気軽に

交流し、情報交換ができる場。
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コミュニティソーシャルワーカー(CSVV)

地域において支援を必要とする住民に対して、地域とのつながりや人間関係など本人を取

り巻く環境を大切にした支援を行う相談員。本町には各小学校区に2名・合計8名が配置さ

れている。

さ行

社会福祉協議会

社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定され、社会福祉法人

として中立性・公共性が高く、民間組織として地域福祉活動を行う組織。

障害者差別解消法

耶章害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の通称。

障害者基本法の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置などにつ

いて定めた法律。障がいのある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、行政機関や事業者

に対して合理的配慮の提供を求めている。平成28年(2016)4月施行。

小地域福祉ネットワーク活動

字・自治会を単位に地域の住民が主体となって、地域で気になる高齢者や障害者、子育て

世帯を見守り、支えあう活動。

情報バリアフリー

ととでは「情報アクセシビリティ」を表している。(アクセシビリティとは、情報システ

ムの利用しやすさを表す言葉。)

アクセシビリティという単語が一般的でないのでより分かりやすい表現とした。

スクールソーシャルワーカー

児童・生徒が学校や日常生活での悩み(いじめ、不登校、非行、生活困窮)などについて、

家族や友人、学校、地域のほか、医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して問題解決に

導く支援を行う。

セーフティ才、ツト

安全網のこと。社会福祉関係では、障がいや病気、介護、失業等の際にも、生活を損なわ

ずにその安定を図る社会保障などが該当する。

成生後^
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方々の財産管理や契約行為等

をサポートする制度。本人の状態にあわせて「後見」「保佐」「補助」に分類し、本人を保

護する。
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成年後見人

成年後見制度において、定められる後見人のうち、親族以外の社会福祉協議会などの福祉

機関あるいは弁護士、司法書士などの法律職種等、第三者の後見人のこと。

たイテ

特定健診

生活習慣病予防のために健康診査・保健指導を行う。40~74 歳の健康保険加入者(被扶養

者を含む)を対象に、医療保険者(国保、協会健保、組合健保等)が実施する。

特別支援教育

特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒がいるすべての学校で実施される教育。学習障

害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)、高機能自閉症等の発達障がいの子どもたちも

対象とし、障がいによる学習や生活上の困難を克服するために、適切な指導や支援を行う。

平成 19年4月、学校教育法で位置づけられた。

なイテ

日常生活自立支援事業

認知症や知的障害等で判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や、

管理・重要書類等の預かり・保管などの支援を行い、権利擁護を図る事業。

障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正

常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。また、それに向けた運動や施策な

ども含まれる。

は行

バリアフリー

障がい者等が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)するとい

う意味。もともとは、建築用語として登場し、建物内の段差の解消など物理的障壁の除去と

いう意味合いが強いが、本計画では、障がい者の社会参加を困難にしている物理的、社会的、

制度的・心理的なすべての障壁(バリア)を除去するという意味で用いている。

避難行動要支援者

災害時に自力での避難が難しく、第三者の手助けが必要な高齡者、障害者、難病患者など

の災害弱者。20H年(平成26)4月に施行された改正災害対策基本法で、避難行動要支援者の

日常的な金銭

飾

ゼ^ション



避難を迅速・円滑に進め、命の危険から守る支援制度がスタートした。かつては「災害時要

援護者」とよばれた。

福祉協力員

福祉協力員は社会福祉協議会会長が委嘱するボランティア(無償)で、民生委員・児童委員

とともに、地域で困っている方の相談支援者として活動している。

ファミリーサポートセンター

「子育ての応援をしてほしい人(おねがい会員)」と「子育てのお手伝いできる人(サポート

会員)」が会員登録し、相互援助による支えあい・たすけあいを行う会員組織。

プラットフォーム型

列車へ乗り降りする場所を示すことから、最近は「士台・基盤」という意味合いで使用さ

れるようになってきた。様々な人やグループ、企業、団体、機関が、組織や地域等の枠を超

えて、参加したいときや必要なとき、それぞれ参画する仕組みをプラットフォーム型という。

ボランティアセンター

ボランティア活動を希望する方を登録し、ニーズにあわせて斡旋するとともに、ボランテ

イア活動の振興をめざした各種養成講座や研修会の実施などに取り組む機関。

まイテ

まちづくりサボートセンター

日々の生活の中で支援が必要な方(依頼会員)と支援ができる方(提供会員)が会員登録し、

住民相互の支えあい・助けあいの活動を行うための機関。

民生委員・児童委員

民生委員法に基づき各市町村に配置された民間奉仕者(無報酬のボランティア)。住民の立

場に立って相談に応じ、必、要な援助を行い、また適切な支援やサービスへの「つなぎ役」の

役割を果たしている。

わ行

「我が事・丸ごと」の地域づくり

我が事=隣近所の他人事を「我が事」と思って捉え行動する。

丸ごと=困りごと等について、縦割りではなく分野を超えて「丸ごと」捉え、総合的な相

談や支援を行う。
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